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【指針本文】 

１－２ 工事入札契約段階 

（適切な競争参加資格の設定） 

＜競争に参加する資格を有する者の名簿の作成に際しての競争参加資格審査＞ 

各発注者において設定する審査項目の選定に当たっては、競争性の低下につながる

ことがないよう留意する。 

また、法令に違反して社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。以下同じ。）

に加入していない建設業者（以下「社会保険等未加入業者」という。）を工事の元請業者から排

除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な措置を講ずる。 

【解 説】 
 ○ 各発注者において設定する審査項目の選定   ⅰ） 

各発注者において設定する審査項目の選定について、基本方針に以下のとおり定められている。 

【各発注者において設定する審査項目の選定】 
第２ ３ 技術的能力の審査の実施に関する事項 
競争参加者の選定又は競争参加資格の確認に当たっては、当該工事を施工する上で必要な施

工能力や実績等について技術的能力の審査を行う。 
技術的能力の審査は、有資格業者名簿の作成に際しての資格審査（以下「資格審査」とい

う。）及び個別の工事に際しての競争参加者の技術審査（以下「技術審査」という。）として実

施される。資格審査においては、公共工事の受注を希望する建設業者の施工能力の確認を行う

ものとし、技術審査においては、当該工事に関するその実施時点における建設業者の施工能力

の確認を行うものとする。 
（１）有資格業者名簿の作成に際しての資格審査 
資格審査では、競争参加希望者の経営状況や施工能力に関し各発注者に共通する事項だけ

でなく、各発注者ごとに審査する事項を設けることができることとし、経営事項審査の結果

や必要に応じ工事実績、工事の施工状況の評価（以下「工事成績評定」という。）の結果（以

下「工事成績評定結果」という。）、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１１条第２項

に基づき建設業者が国土交通大臣又は都道府県知事に提出する工事経歴書等を活用するもの

とする。なお、防災活動への取組等により蓄積された経験等の適切な項目を審査項目とする

ことも考えられるが、項目の選定に当たっては、競争性の低下につながることがないよう留

意するものとする。 
（２）個別工事に際しての競争参加者の技術審査 
技術審査では、建設業者及び当該工事に配置が予定される技術者（以下「配置予定技術

者」という。）の同種・類似工事の経験、配置予定技術者の有する資格、簡易な施工計画等の

審査を行うとともに、必要に応じ、配置予定技術者に対するヒアリングを行うことにより、

不良・不適格業者の排除及び適切な競争参加者の選定等を行うものとする。 
同種・類似工事の経験等の要件を付する場合には、発注しようとする工事の目的、種別、

規模・構造、工法等の技術特性、地質等の自然条件、周辺地域環境等の社会条件等を踏ま

え、具体的に示すものとする。なお、工事の性格等に応じ、競争性の確保及び若年の技術者 
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の配置にも留意するものとする。 
また、建設業者や配置予定技術者の経験の確認に当たっては、実績として提出された工事

成績評定結果を確認することが重要であり、工事成績評定結果の平均点が一定の評点に満た

ない建設業者には競争参加を認めないこと、一定の評点に満たない実績は経験と認めないこ

と等により、施工能力のない建設業者を排除するとともに、建設業者による工事の品質向上

の努力を引き出すものとする。 
（３）中長期的な技術的能力の確保に関する審査等 

将来の公共工事の品質確保のためには、競争参加者（競争に参加しようとする者を含む。以

下同じ。）が現時点で技術的能力を有していることに加え、中長期的な技術的能力を確保して

いることが必要である。そのためには、競争参加者における中長期的な技術的能力確保のため

の取組状況等に関する事項について、入札及び契約における手続の各段階において、各段階に

おける審査又は評価の趣旨を踏まえ、発注に係る公共工事の性格や地域の実情等に応じ、審査

し、又は評価するように努めるものとする。当該審査又は評価の項目としては、若年の技術者、

技能労働者等の育成及び確保状況、建設機械の保有状況、災害協定の締結等の災害時の工事実

施体制の確保状況等が挙げられるが、発注者は、発注する公共工事の性格、地域の実情等に応

じて適切に項目を設定するものとする。 
出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

（令和元年 10 月閣議決定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）基本方針 第２ 技術的能力の審査の実施に関する事項 
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 ○ 社会保険等に加入していない建設業者を公共工事の元請業者から排除   １）２）３）  

建設産業においては、下請企業を中心に、雇用、医療、年金保険について、法定福利費を適正に

負担しない企業（すなわち保険未加入企業） が存在し、技能労働者の医療、年金など、いざとい

うときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっているほか、関係法令を遵守して

適正に法定福利費を負担する事業者ほど競争上不利になるという矛盾した状況が生じている。 
国土交通省では、法令上負担すべき法定福利費を負担しない建設業者を排除し、公平で健全な

競争環境を構築する観点から、社会保険等未加入業者を元請業者から排除している。 
具体的な手法は、以下のとおりである。 
・定期（随時）の競争参加資格審査の際に、社会保険等未加入業者の申請を受け付けない。 
・個別の発注工事において設定する競争参加資格要件において、社会保険等未加入業者には競

争参加資格を認めない。 
・社会保険等未加入業者を確認した際に、加入指導を実施し、又は建設業許可行政庁又は社会保

険等担当部局へ通報する。 

【国土交通省における社会保険等未加入対策】  

 
 

出典）国土交通省作成資料 
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また、地方公共団体に対して国土交通省と同様の取組の検討を開始するようお願いしている。 

【建設業者の社会保険等未加入対策】  
建設業者の社会保険等未加入対策については、従来より建設産業の持続的な発展に必要な人

材の確保等の観点から建設業所管部局において取り組んできたところですが、この度、平成 26
年８月１日以降に入札公告等を行う国土交通省発注工事において、元請業者及び一次下請業者

を社会保険等加入業者に限定する取組を実施することとしました。 
既に、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について（平成 26 年１月 30 日付国土入企第

29 号）」において、同様の取組の検討を開始していただくようお願いしているところです

が、各都道府県・政令指定都市におかれても、国土交通省における取組を参考として、さら

に検討を進めていただくようお願いします。 
 また、各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（政令指定都市除く。）の長に対

しても、本通知の周知徹底をお願いします。 
出典）「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」 

（平成 26 年 5 月国土交通省） 
 
また、建設業者の社会保険等への加入を促進するための措置として、予定価格の事後公表に併

せて予定価格に含まれる法定福利費概算額を公表している。 

【予定価格に含まれる法定福利費概算額の公表（参考様式）】  

 
出典）国土交通省作成資料 

 
                        

  

（参考資料） 
１）「工事請負業者選定事務処理要領」（昭和 41 年 12 月（最終平成 31 年３月）国土交通省） 
２）「発注者と建設業所管部局が連携した建設業者の社会保険等未加入対策について」 

（平成 26 年５月国土交通省） 
３）「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月（最終平成 31 年８月）国土交通省） 
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法定福利費の概算額の算出に当たり、参考にしている予定価格に占める法定福利費の平均割合

は、以下のとおりである。 

【国土交通省直轄工事における予定価格に占める法定福利費の平均割合の例】  

 

 
 

出典）「平成３１年度「間接工事費の実績変更対象費の割合」及び「法定福利費の割合」について」 
(平成 31 年 3 月国土交通省） 
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なお、競争参加資格確認段階における社会保険等の加入状況の確認については、経営事項審査

の総合評定値通知書における「保険加入の有無」欄を確認している。 

【経審総合評定値通知書の確認】 

 

  
出典）国土交通省作成資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

  

 

「有」又は「除外」となっているか確

認 
・雇用保険加入の有無 
・健康保険加入の有無 
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【指針本文】 

＜個別工事に際しての競争参加者の技術審査等＞ 

工事の性格、地域の実情等を踏まえ、工事の経験及び工事成績（以下「施工実績」

という。）や地域要件など、競争性の確保に留意しつつ、適切な競争参加資格を設定す

る。その際、必要に応じて、災害応急対策、除雪、修繕、パトロールなどの地域維持

事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構成される事業協同組合等（官

公需適格組合を含む。）が競争に参加することができる方式を活用する。 

また、豊富な施工実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの登用、民間

発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮した要件緩和、災害時の施

工体制や活動実績の評価など適切な競争参加資格の設定に努める。 

施工実績を競争参加資格に設定する場合には、工事の技術特性、自然条件、社会条

件等を踏まえて具体的に設定し、施工実績の確認に当たっては、一定の成績評定点に

満たないものは施工実績として認めないこと等により施工能力のない者を排除するな

ど適切な審査を実施する。 

また、暴力団員等がその事業活動を支配している企業、建設業法その他工事に関す

る諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等の不良不適格業者の

排除の徹底を図る。 

さらに、技術者の資格や実績をコリンズ（工事実績情報システム）等へ登録するよ

う受注者へ促すとともに、技術者の情報を一元的に把握できる取組（技術者情報ネッ

トワーク）の活用を図る等、発注者と競争参加者の負担軽減等に努める。また、所要

の知識・技術・資格を備えている者の仕様書への位置付けや、必要に応じた手持ち工

事量の制限など、工事の品質を確保する措置を講じる。 

【解 説】 

 ○ 適切な競争参加資格を設定、施工実績の確認   ⅰ）ⅱ）１） 

予算決算及び会計令第 73 条や地方自治法施行令第 167 条の５の２に基づく競争参加資格の設

定は、適正化指針において、対象工事について施工能力を有する者を適切に選別し、適正な施工の

確保を図るものとされている。 
国土交通省では、以下のとおり、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、競争性の確保に留意しつ

つ、「同種工事の施工実績」や「地理的条件」、「資格」等の技術的能力の審査基準を具体的に設定

している。 

【技術的能力の審査（競争参加資格の確認）】  
（１）企業・技術者の能力等 
○同種工事の施工実績 

・過去１５年間における元請けとして完成・引渡しが完了した要求要件を満たす同種工事（都

道府県等の他の発注機関の工事を含む）を対象とする。なお、国土交通省直轄工事において

は、工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外とする。 
・ＣＯＲＩＮＳ等のデータベース等を活用し、確認・審査する。 
・工事目的物の具体的な構造形式や工事量等は、当該工事の特性を踏まえて適切に設定する。

ただし、工事難易度が低いと地方整備局長及び事務所長が認める工事の競争参加資格において

は、参加企業・技術者に関する過去の実績の工事量による設定（例えば橋梁の長さ（何ｍ以

上）、施工面積（何㎡以上）、施工量（何㎥以上）等）を行わないこととし、総合評価の段階で 
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評価する。 

（「一般競争入札等の競争参加資格における施工実績に係る要件を緩和する工事の試行について」 

（平成２２年３月２９日付け 国地契第３９号、国官技第３７１号、国営計第１０４号）参照） 

・配置予定技術者の施工実績については、求める施工実績（要求要件）に合致する工事内容に

従事したかの審査を行う。また、工事における立場（監理（主任）技術者、現場代理人、担当

技術者のいずれか）は問わないものとし、立場を考慮する場合には総合評価の段階で評価す

る。 
○地理的条件 
・要件として設定する場合、競争性を確保する。 
○資格 
・要求基準を満たす配置予定技術者（主任技術者又は監理技術者）を当該工事に専任で配置す

る。 
・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者とする。 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月(最終平成 28 年４月)国土交通省） 

 
 ○ 施工実績の要件を緩和   

国土交通省では、工事の性格、地域の実情を踏まえ、配置予定技術者の同種工事の経験等の施工

実績の要件を緩和する取組を実施している。 
【同種工事の実績評価（配置予定技術者）の緩和（中国地方整備局）】 

 
出典）「令和元年度の入札・契約方針」（令和 2 年 1 月国土交通省中国地方整備局作成資料） 
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）「予算決算及び会計令」第 73 条（契約担当官等が定める一般競争参加者の資格） 
ⅱ）「地方自治法施行令」第 167 条の５の２ 
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 不良不適格業者の排除の徹底   ⅰ） 
不良不適格業者は、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等

の支障となる。不良不適格業者の排除については、適正化指針において以下のとおり定められて

いる。 

【不良・不適格業者の排除】  
第２ ６ その他入札及び契約の適正化に関し配慮すべき事項 
（１）不良・不適格業者の排除に関すること 
不良・不適格業者とは、一般的に、技術力、施工能力を全く有しないいわゆるペーパーカンパ

ニー、経営を暴力団が支配している企業、対象工事の規模や必要とされる技術力からみて適切な

施工が行い得ない企業、過大受注により適切な施工が行えない企業、建設業法その他工事に関す

る諸法令（社会保険等に関する法令を含む。）を遵守しない企業等を指すものであるが、このよ

うな不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適

正な費用による施工等の支障になるだけでなく、技術力・経営力を向上させようとする優良な建

設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなる。 
また、建設業許可や経営事項審査の申請に係る虚偽記載を始めとする公共工事の入札及び契約

に関する様々な不正行為は、主としてこうした不良・不適格業者によるものである。 
このため、建設業許可行政庁等においては、建設業法に基づく処分やその公表等を厳正に実施

し、また、各省各庁の長等においては、それらの排除の徹底を図るため、公共工事の入札及び

契約に当たり、次に掲げる措置等を講ずるとともに、建設業許可行政庁等に対して処分の実施

等の厳正な対応を求めるものとする。 
イ 一般競争入札や公募型指名競争入札等における入札参加者の選定及び落札者の決定に当

たって、発注者支援データベースの活用等により、入札参加者又は落札者が配置を予定して

いる監理技術者が現場で専任できるかどうかを確認すること。なお、監理技術者の職務を補佐

する 者として、建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号） で定める者を専任で置いた場合

には、監理技術者の兼務 が認められることに留意すること。また、営業所に専任 で配置されて

いる技術者と監理技術者が兼務をしていな いことも確認すること。 
ロ 工事の施工に当たって、発注者支援データベースの活用のほか、法第１５条第２項の規

定に基づく施工体制台帳の提出、同条第１項の規定に基づく施工体系図の掲示を確実に行

わせるとともに、工事着手前に監理技術者資格者証の確認を行うこと。 
ハ 工事現場への立入点検により、監理技術者の専任の状況や施工体制台帳、施工体系図が

工事現場の実際の施工体制に合致しているかどうか等の点検を行うこと。 
ニ 検査に当たって、監理技術者の配置等に疑義が生じた場合は、適正な施工が行われたか

どうかの確認をより一層徹底すること。 
ホ 経営を暴力団が支配している企業等の暴力団関係企業が公共工事から的確に排除される

よう、各省各庁の長等は、警察本部との緊密な連携の下に十分な情報交換等を行うよう努

めるものとする。 
 また、暴力団員等による公共工事への不当介入があった場合における警察本部及び発注

者への通報・報告等を徹底するとともに、公共工事標準請負契約約款に沿った暴力団排除

条項の整備・活用により、その排除の徹底を図るものとする。 
ヘ 社会保険等未加入業者については、前述のとおり、定期の競争参加資格審査等により元請

業者から排除するほか、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止することや、 
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社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報するこ

と等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図るものとする。 
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）適正化指針 第２ ６（１）不良・不適格業者の排除に関すること 



指針本文」についての解説 
Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について   
１．工事  １－２ 工事入札契約段階    
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【指針本文】 

（工事の性格等に応じた技術提案の評価内容の設定） 
発注者は、発注する工事の内容に照らして必要がないと認める場合を除き、競争に

参加しようとする者に対し技術提案を求めるよう努める 1）。 

この場合、求める技術提案は高度な技術を要するものに限らず、技術的な工夫の余

地が小さい一般的な工事については、技術審査において審査する施工計画の工程管理

や施工上配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として求めるこ

とも可能とする。 

競争に参加しようとする者に対し高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最

も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成することができる。この場合、技術提

案の評価に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴取す

る。 

競争に参加しようとする者に対し技術提案を求める場合には、技術提案に係る事務

負担に配慮するとともに、工事の性格、地域の実情等を踏まえた適切な評価内容を設

定する。その際、過度なコスト負担を要する（いわゆるオーバースペック）と判断さ

れる技術提案は、優位に評価しないこととし、評価内容を設定する。 

技術提案の評価は、事前に提示した評価項目、評価基準及び得点配分に従い評価を

行うとともに、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際して、評

価の方法や内容を公表する。その際、技術提案が提案者の知的財産であることに鑑

み、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにすること、提案者の了

承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等その取扱い

に留意する。 

技術提案の評価において、提案内容の一部を改善することで、より優れたものとな

る場合等には、提案を改善する機会を与えることができる。この場合、透明性の確保

のため、技術提案の改善に係る過程の概要を速やかに公表する。なお、技術提案の改

善を求める場合には、特定の者に対してのみ改善を求めるなど特定の者だけが有利と

なることのないようにする。 

また、落札者を決定した場合には、技術提案について発注者と落札者の責任分担と

その内容を契約上明らかにするとともに、履行を確保するための措置、履行できなか

った場合の措置及び設計変更に当たっての措置について契約上取り決める。 

 
            

参考 

1）例えば、「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」（国土交通省）を参

照すること。 
 

【解 説】 
 ○ 技術提案を求めるよう努める   １） 

公共工事の品質確保を図るためには、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされるこ

とが重要である。 
総合評価落札方式は、技術提案を募集するなどにより、入札者に工事価格及び性能等をもって

申し込みをさせ、これらを総合的に評価して落札者を決定する方式である。 
国土交通省では、技術的工夫の余地が大きい工事を対象に、構造上の工夫や特殊な施工方法等
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を含む高度な技術提案を求めること、又は発注者が示す標準的な仕様（標準案）に対し施工上の特

定の課題等に関して施工上の工夫等の技術提案を求めることにより、民間企業の優れた技術力を

活用し、公共工事の品質をより高めることを期待する場合に、技術提案を求める総合評価落札方

式（技術提案評価型総合評価落札方式）を適用している。 
（技術提案を求める方式の詳細については、「運用指針の解説 Ⅲ．１．（３）落札者の選定方法の

選択」P.194～を参照。） 

 
 ○ 高度な技術等を含む技術提案を求める場合は、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を 

作成する   １） 

国土交通省では、最も優れた技術提案を採用できるよう、予定価格の算定方法選定の考え方に

ついて、以下のとおり運用している。 

【予定価格の算定方法選定の考え方】  
 競争参加者から再提出された技術提案の技術評価点と、当該技術提案を実施するために必要な

設計数量等をもとに算定した価格（以下「見積価格」という。）に基づき、予定価格の算定方法を

選定する。予定価格の算定方法は以下の４つの方法が考えられる。 
① 評価値の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。 
② 技術評価点の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。 
③ 見積価格の最も高い技術提案に基づく価格を予定価格とする。 
④ 技術評価点の最も高い技術提案が評価値も最も高くなる価格（最も高い技術評価点を最

も高い評価値で除して得られた値）を予定価格とする。 
 これらのうち、結果として最も優れた技術提案を採用できるように、②技術評価点の最も高い

技術提案に基づき予定価格を算定することを基本とする。ただし、工事内容や評価項目、評価結

果等によっては学識経験者の意見を踏まえた上で他の方法を採用してもよい。 
 なお、予定価格の算定方法を選定する際の見積価格については、提出された設計数量等をその

まま使用するものとするが、予定価格を算定する際には「(2)1)設計数量等の確認」により競争参

加者が提出した数量等を精査した上で使用する必要があることに留意する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        

  

（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 



指針本文」についての解説 
Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について   
１．工事  １－２ 工事入札契約段階    

 

Ⅱ－50 
 

 
【予定価格の算定方法選定の考え方】（つづき） 

表 予定価格の算定方法選定の考え方 
予定価格の算定

方法 
長  所 短  所 

①評価値の最も高い
技術提案に基づく
価格 

〔図中のＢ〕 

●ＶＦＭの考え方に則っており、予
定価格の意味合いが明確。 

●Ｂの見積価格が安い場合には落札
者が限定される可能性が高く、最
終的に評価値の高い提案を採用で
きないことがあり得る。 

②技術評価点の最も
高い技術提案に基
づく価格 

〔図中のＥ〕 

●技術的に最も優れた技術提案が排
除されない。 

●入札時点での競争性が確保される
可能性が高い。 

●評価値の最も高い提案に比べて評
価値が低く、その分価格が割高と
なっている。 

③見積価格の最も高
い技術提案に基づ
く価格 

〔図中のＤ〕 

●予定価格を上回る入札が行われる
可能性が低い。 

●入札時点での競争性が確保され
る。 

●評価値の最も高い提案に比べて評
価値が低く、その分価格が割高と
なっている。 

④技術評価点の最も
高い技術提案が評
価値も最も高くな
る価格 

〔図中のＥ’〕 

●技術的に最も優れた技術提案を採
用できる可能性がある。 

●ＶＦＭの考え方に則っており、割
高な予定価格となることを防止で
きる。 

●予定価格に対応する工事内容が存
在せず、仮想的な予定価格にな
る。 

 
 

 

図 予定価格の算定方法選定のイメージ 
 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 

  



 

Ⅱ－51 
 

 

なお、技術提案の審査に当たっては、競争参加者からの技術提案をもとに作成する予定価格の

妥当性を確保するため、中立かつ公正な立場から判断できる学識経験者の意見を聴くこととして

いる。 

【学識経験者の意見聴取】  
A.意見聴取の方法 

 学識経験者への意見聴取の時期は、技術対話後、入札前を基本とし、予定価格情報の管理の

観点から、意見を聴く学識経験者の数は必要最小限とするとともに、その匿名性や守秘義務の

確保、及び資料の管理等について十分留意する。 
B.意見聴取の内容 

 学識経験者の意見聴取は、予定価格の積算額ではなく、予定価格の作成方法や考え方等につ

いて意見を聴くものとする。 
 なお、意見聴取した結果に基づき作成した予定価格については、発注者が妥当性の説明責任

をもって決定することに留意する。 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
 

 ○ 適切な評価内容を設定   ⅰ）１） 

適切な技術提案の審査・評価については、基本方針において以下のとおり定められている。 

【技術提案の適切な審査・評価】  

第２ ４ 多様な入札及び契約の方法 
発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事の性格、地域の

実情等に応じ、以下に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれら

の組み合わせによることができる。 
なお、多様な入札及び契約の方法の導入に当たっては、談合などの弊害が生ずることのないよう

その防止について十分配慮するとともに、入札及び契約の手続における透明性、公正性、必要か

つ十分な競争性を確保するなど必要な措置を講ずるものとする。 
 
（１）競争参加者の技術提案を求める方式 

 
①技術提案の求め方 

発注者は、競争に参加しようとする者に対し、発注する工事の内容に照らし、必要がないと

認める場合を除き、技術提案を求めるよう努めるものとする。 
この場合、求める技術提案は必ずしも高度な技術を要するものではなく、技術的な工夫の余

地が小さい一般的な工事においては、技術審査において審査した施工計画の工程管理や施工上

配慮すべき事項、品質管理方法等についての工夫を技術提案として扱うなど、発注者は、競争

参加者の技術提案に係る負担に配慮するものとする。    
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）基本方針 第２ ４（１）競争参加者の技術提案を求める方式 
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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また、発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案や構造物の品質の向上を図る

ための高度な技術提案を求める場合には、例えば、設計・施工一括発注方式（デザインビルド

方式）等により、工事目的物自体についての提案を認めるなど提案範囲の拡大に努めるものと

する。この場合、事業の目的、工事の特性及び工事目的物の使用形態を踏まえ、安全対策、交

通・環境への影響及び工期の縮減といった施工上の提案並びに強度、耐久性、維持管理の容易

さ、環境の改善への寄与、景観との調和及びライフサイクルコストといった工事目的物の性能

等適切な評価項目を設定するよう努めるものとする。 
 
②技術提案の適切な審査・評価 

 
一般的な工事において求める技術提案は、施工計画に関しては、施工手順、工期の設定等の

妥当性、地形・地質等の地域特性への配慮を踏まえた提案の適切性等について、品質管理に関

しては、工事目的物が完成した後には確認できなくなる部分に係る品質確認頻度や方法等につ

いて評価を行うものとする。これらの評価に加えて、競争参加者の同種・類似工事の経験及び

工事成績、配置予定技術者の同種・類似工事の経験、配置予定技術者の有する資格、防災活動

への取組等により蓄積された経験等についても、技術提案とともに評価を行うことも考えられ

る。 
また、これらの評価に加え、発注者の求める工事内容を実現するための施工上の提案や構造

物の品質の向上を図るための高度な技術提案を求める場合には、提案の実現性、安全性等につ

いて審査・評価を行うものとする。技術提案の評価は、事前に提示した評価項目について、事

業の目的、工事特性等に基づき、事前に提示した定量的又は定性的な評価基準及び得点配分に

従い、評価を行うものとする。 
なお、工事目的物の性能等の評価点数について基礎点と評価に応じて与えられる得点のバ

ランスが適切に設定されない場合や、価格評価点に対する技術評価点の割合が適切に設定され

ない場合には、品質が十分に評価されない結果となることに留意するものとする。 
各発注者は、説明責任を適切に果たすという観点から、落札者の決定に際しては、その評価

の方法や内容を公表しなければならない。その際、発注者は、民間の技術提案自体が提案者の

知的財産であることに鑑み、提案内容に関する事項が他者に知られることのないようにするこ

と、提案者の了承を得ることなく提案の一部のみを採用することのないようにすること等取扱

いに留意するものとする。その上で、採用した技術提案や新技術について、評価・検証を行い、

公共工事の品質確保の促進に寄与するものと認められる場合には、以後の公共工事の計画、調

査等、施工及び管理の各段階に反映させ、継続的な公共工事の品質確保に努めるものとする。 
発注者は、競争に付された公共工事を技術提案の内容に従って確実に実施することができ

ないと認めるときは、当該技術提案を採用せず、提案した者を落札者としないことができる。 
また、技術提案に基づき、価格に加え価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する

方式（以下「総合評価落札方式」という。）で落札者を決定した場合には、落札者決定に反映

された技術提案について、発注者と落札者の責任の分担とその内容を契約上明らかにするとと

もに、その履行を確保するための措置や履行できなかった場合の措置について契約上取り決め

ておくものとする。 

 
（２）段階的選抜方式  
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競争参加者が多数と見込まれる場合においてその全ての者に詳細な技術提案を求めることは、

発注者、競争参加者双方の事務負担が大きい。その負担に配慮し、発注者は、競争参加者が多数

と見込まれるときその他必要と認めるときは、当該公共工事に係る技術的能力に関する事項を評

価すること等により一定の技術水準に達した者を選抜した上で、これらの者の中から落札者を決

定することができる。 
なお、当該段階的な選抜は、一般競争入札方式の総合評価落札方式における過程の中で行うこ

とができる。加えて、本方式の実施に当たっては、必要な施工技術を有する者の新規の競争参加

が不当に阻害されることのないよう、また、恣意的な選抜が行われることのないよう、案件ごと

に事前明示された基準にのっとり、透明性をもって選抜を行うこと等その運用について十分な配

慮を行うものとする。 

 
（３）技術提案の改善 

 
発注者は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案となる場合や一部の

不備を解決できる場合には、技術提案の審査において、提案者に当該技術提案の改善を求め、又

は改善を提案する機会を与えることができる。この場合、発注者は、透明性の確保のため、技術

提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表するものとする。 
なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が複数あるにもかかわら

ず、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利となることのないようにすることが必

要である。 
 

（４）技術提案の審査及び価格等の交渉による方式（技術提案・交渉方式） 

 
技術的難易度が高い工事等仕様の確定が困難である場合において、自らの発注の実績等を踏

まえて必要があると認めるときは、技術提案を広く公募の上、その審査の結果を踏まえて選定し

た者と工法、価格等の交渉を行うことにより仕様を確定した上で契約することができる。この場

合において、発注者は、技術提案の審査及び交渉の結果を踏まえて予定価格を定めるものとする。 

 
（５）高度な技術等を含む技術提案を求めた場合の予定価格 

 
競争参加者からの積極的な技術提案を引き出すため、新技術及び特殊な施工方法等の高度な

技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めた場合には、経済性に配慮しつつ、各々の提案とそれ

に要する費用が適切であるかを審査し、最も優れた提案を採用できるよう予定価格を作成するこ

とができる。この場合、当該技術提案の審査に当たり、中立かつ公正な立場から判断できる学識

経験者の意見を聴取するものとする。 
 

（６）地域における社会資本の維持管理に資する方式 

 
災害時における対応を含む社会資本の維持管理が適切に、かつ効率的・持続的に行われるため

に、発注者は、必要があると認めるときは、地域の実情に応じて、工期が複数年度にわたる公共 
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工事を一の契約により発注する方式、複数の工事を一の契約により発注する方式、災害応急対策、

除雪、修繕、パトロールなどの地域維持事業の実施を目的として地域精通度の高い建設業者で構

成される事業協同組合や地域維持型建設共同企業体（地域の建設業者が継続的な協業関係を確保

することによりその実施体制を安定確保するために結成される建設共同企業体をいう。）が競争

に参加することができることとする方式などを活用することとする。 
出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(令和元年 10 月閣議決定） 
 

国土交通省における工事目的物に対する提案を求める場合や高度な施工技術や特殊な施工方法

等の技術提案を求める場合の評価項目の設定の例については、以下のとおりである。 

【技術提案に関する評価項目の例】  

分類 
評価項目 

定性評価 定量評価 

総合的なコ
ストの縮減 

使用材料等の耐久性 
ライフサイクルコスト(維持管理費)、補

償費※ 

工事目的物
の性能・機能の
向上 

品質管理方法  

景観  

 機械設備等の処理能力 

社会的要請
への対応 

 施工期間（日数） 

貴重種等の保護・保全対策  

汚染土壌の処理対策  

地滑り・法面崩落危険指定地域内の対策  

周辺住民の生活環境維持対策 
施工中の騒音値、振動、粉塵濃度、CO2排

出量 

現道の交通対策 交通規制期間 

濁水処理対策 濁水発生期間、pH 値、SS 値 

※工事に関連して生ずる補償費等の支出額及び収入の縮減相当額を評価する場合、当該費用について評価項目として
の得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算する。 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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国土交通省では、競争参加者に対し技術提案を求める場合は、発注者の意図を明確にし、競争参

加者からの的確な技術提案の提出を促すため、入札説明書等の契約図書において施工条件や要求

要件（最低限の要求要件、評価する上限がある場合には上限値）の明示の徹底を図ることとしてい

る。 

【技術提案に係る要求要件の設定の例】  

表 技術提案に係る要求要件の設定例（1）定量評価の場合 

評価項目 最低限の要求要件 
技術提案の上

限値 
上限値の設定根拠 

水質汚濁対
策 

（pH 値，
SS 値） 

工事排水 
 pH 値 8.5 以下 

工事排水 
 pH 値 7.0 

中性である pH 値 7.0
を上限値として設定 

SS 値 25mg/L 以下 
（生活環境の保全に関

する環境基準 河川AA類
型） 

SS 値 
15mg/L 

当該工事期間（12 月～
3 月）と同じ月の過去 3
カ年の平均測定値を上
限として設定 

騒音低減対
策 

（dB(A)） 

発電機室内騒音 
 85dB(A) 以下 

発電機室内騒
音 
 75dB(A) 以下 

発電機・原動機共通筐
体の標準的遮音性能を
上限値として設定 

現道作業時
間 

（時間） 

作業時間 
 8 時間以下 

作業時間 
4 時間 

標準案 1 班体制に対し
3 班体制を想定した場合
の作業時間を上限とし
て設定 

アスファル
ト再生材の使

用量 
（t） 

AS 再生材使用量 
 320t 超 

AS 再生材使
用量 
 806t 

舗装再生便覧（日本道
路協会）に基づき上限値
を設定 

 
表 技術提案に係る要求要件の設定例（2）定性評価の場合 

評価項目 入札説明書への記載例 

共通 

●本工事は、施工方法等の技術提案を受け付け、標準案に基づき算定する予定価
格の範囲内において、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定
する総合評価落札方式（技術提案評価型Ｓ型）の工事である。 

●施工方法等の技術提案は各課題に対し最大５項目（各項目についてＡ４用紙○
枚以内）までの提案とし、工事の品質向上に資する提案を評価の対象とする。 

盛土の 
品質管理 

●管理基準値の設定の引き上げや、使用材料（購入土）、施工方法（30t 以上 BD）
等、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合はより優位に評価しない。 

粉塵対策 
●工法変更（散水による粉塵防止から粉塵防止材等の変更を含む。）、機械設備の

設置、専任の作業員（道路監視員など）の配置等、過度にコスト負担を要する
提案がなされた場合はより優位に評価しない。 

コンクリー
トの 

品質管理 

●特記仕様書（案）に示すコンクリートの配合を大幅に変更して品質の安定化を
図る方法等、過度にコスト負担を要する提案がなされた場合はより優位に評価
しない。 

  
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 過度なコスト負担を要する（いわゆるオーバースペック）と判断される技術提案   １）２） 

過度なコスト負担を要する（いわゆるオーバースペック）と判断される技術提案は、提案の履行

に過剰な費用を要する場合において、契約額の範囲で必要な品質を確保しようとすれば、技術提

案以外の部分での疎漏・粗雑な施工などにつながるおそれがある。 
国土交通省では、オーバースペックと判断する場合の事例等についてとりまとめるなど、工事

における必要度・重要度に照らし、必要な範囲を超えて過度にコスト負担を要する提案がなされ

た場合はより優位に評価しないようにするための取組を進めている。 

【提案に対し、オーバースペックと判断する場合がある事例】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

出典）「総合評価方式における技術提案のオーバースペック事例集」（平成 23 年３月国土交通省） 
 

【入札説明書への記載】 

2-3-2 技術提案 

発注者の意図を明確にし、競争参加者からの的確な技術提案の提出を促すため、入札説明書等の契

約図書において施工条件や要求要件（最低限の要求要件、評価する上限がある場合には上限値）の明

示の徹底を図る必要がある。技術提案に係る要求要件（最低限の要求要件及び上限値）の設定例を表

2-4 及び表 2-5 に示す。 

また、発注者は、技術提案を求める範囲を踏まえ、技術提案書の分量の目安を示すことにより、競

争参加者に過度の負担をかけないよう努めることとする。 

 
 
 



 

Ⅱ－57 
 

 

 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「総合評価方式における技術提案のオーバースペック事例集」（平成 23 年３月国土交通省） 
２）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 提案内容の一部を改善   １） 

国土交通省では、技術提案の内容の一部を改善することでより優れた技術提案となる場合や、

一部の不備を解決できる場合には、発注者と競争参加者の技術対話を通じて、発注者から技術提

案の改善を求め、又は競争参加者に改善を提案する機会を与えることができることとしている。 

【技術対話の実施】  
1) 技術対話の範囲 

 技術対話の範囲は、技術提案及び技術提案に係る施工計画に関する事項とし、それ以外の項

目については、原則として対話の対象としない。 
2) 技術対話の対象者 

 技術対話は、技術提案を提出したすべての競争参加者を対象に実施する。競争参加者間の公

平性を確保するため、複数日に跨らずに実施することを基本とし、競争参加者が他者の競争参

加を認知することのないよう十分留意する。 
 また、技術対話の対象者は、技術提案の内容を十分理解し、説明できるものとすることから

複数でも可とする。ただし、提案者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者に限るものとする。 
3) 技術対話の手順 

 競争参加者側から技術提案の概要説明を行った後、技術提案に対する確認、改善に関する対

話を行うものとする。 
 なお、技術対話において他者の技術提案、参加者数等の他者に係る情報は一切提示しないも

のとする。 
A.技術提案の確認 
 競争参加者から技術提案の特徴や利点について概要説明を受け、施工上の課題認識や技術提

案の不明点について質疑応答を行う。 
B.発注者からの改善要請 
 技術提案の内容に要求要件や施工条件を満たさない事項がある場合には、技術対話において

提案者の意図を確認した上で必要に応じて改善を要請し、技術提案の再提出を求める。要求要

件や施工条件を満たさない事項があり、その改善がなされない場合には、発注者は当該競争参

加者の競争参加資格がないものとして取り扱うものとする。 
 また、新技術・新工法の安全性等を確認するための資料が不足している場合には、追加資料

の提出を求める。 
 なお、技術提案の改善を求める場合には、同様の技術提案をした者が複数あるにもかかわら

ず、特定の者だけに改善を求めるなど特定の者のみが有利となることのないようにすることが

必要であることから、技術提案の改善を求める前に、あらかじめ各提案者に対し求める改善事

項を整理し、公平性を保つよう努めるものとする。 
C.自発的な技術提案の改善 
 発注者による改善要請だけでなく、競争参加者からの自発的な技術提案の改善を受け付ける

こととし、この旨を入札説明書等に明記する。 
D.見積の提出要請 
 発注者は設計数量の確認結果に基づき、必要に応じて数量総括表における工種体系の見直し

や単価表等の提出を競争参加者に求める。競争参加者に提出を求める単価表等は、発注者の積

算基準類にないものに限ることとする。 
4) 文書による改善要請事項の提示 

 発注者は技術対話時または技術対話の終了後、競争参加者に対し速やかに改善要請事項を書 
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面で提示するものとする。 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 

 
国土交通省では、技術対話における公平性、透明性を確保するため、技術提案の改善に係る過程

の概要を公表する必要があることから、提案内容の改善過程の内容と、各競争参加者に対する発

注者からの改善要請事項の概要、各競争参加者の再提出における改善状況の概要を公表すること

を基本とし、各競争参加者の提案の具体的内容に係る部分は公表しないものとしている。また、競

争参加者の知的財産を保護する観点から、各競争参加者の了解を得た上でそれらを公表すること

としている。 
【技術提案の改善過程の具体例】  

技術提案の内容 

橋梁の架設工法である○○工法を使用することにより、交通規制時間を短くす
る。○○工法は、ブラケットを折りたたんだ状態で鋼桁を運搬し、移動
多軸台車上で組み立て、設置箇所まで運搬。鋼桁をリフトアップし、橋
脚柱を接合する。鋼桁のジャッキダウン後に鋼桁の接合等を行い、ブラ
ケットを展開する。また、鋼桁と橋脚柱の接合は現場溶接により行う。
橋台の基礎としては鋼管杭を使用し、下部工は△△工法を採用する。 

改善の内容 

〔発注者からの指摘事項〕 
・施工ヤード：当初想定していた場所と異なる位置の提案がなされたが、今後

予定される近接工事の影響で使用できない位置であったため、位置の変
更を要請。 

・提案工法の安全性の確認：○○工法の施工手順の詳細資料を要請。 
〔自発的な改善事項〕 
・下部工の接合方法の代替工法の提案：現場溶接より、ハイテンボルトを採用

することによりコスト縮減と工期短縮が見込まれる。 

【技術提案の改善過程の公表イメージ】  

 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 

                        
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 発注者と落札者の責任分担とその内容を契約上明らかにする、履行を確保するための措置や履

行できなかった場合の措置   １） 

国土交通省では、技術提案の履行の確保を目的として、以下のとおり発注者と受注者の双方の

責任分担とその内容を契約上明らかにするとともに、その履行を確保するための措置として提案

内容の担保の方法について契約上取り決めておくこととしている。 

【契約書における明記の例】  
 具体的な対応方法として、特記仕様書の記載例を以下に示す。 

〔特記仕様書への記載例〕 
第○条 施工計画書への記載 

受注者は、技術資料に記述した提案について、発注者が競争参加資格の確認結果通知時

に「実施してはならない」と通知した提案を除き、施工計画書に記載しなければならない。 
２．前項にかかわらず、次に掲げる提案については、受発注者間の協議を経て、施工計画書

を作成するものとする。 
１）契約後ＶＥ提案として求めた提案（※必要に応じて記載すること） 

２）発注者が競争参加資格の確認結果通知時に「加算点を付与する対象とならない」とし

て通知した提案のうち、標準案との効果の差が不明な提案 

 
【評価内容の担保の方法の例】  

 受注者の技術提案の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づ

き、瑕疵の修補を請求し、または修補に代えもしくは修補とともに損害賠償を請求する。 
 施工方法に関する技術提案の不履行の場合には、受発注者間において責任の所在を協議し、

受注者の責めによる場合には、契約不履行の違約金を徴収する。その際、協議の円滑化のため

に中立かつ公平な立場から判断できる学識経験者の意見を聴くことも考えられる。 
 契約不履行の違約金の額としては、例えば、次のような運用例がある（入札説明書記載例）。 
 また、いずれの場合においても工事成績評定の減点対象とする。 

【入札説明書における記載例】（例：交通規制の短縮日数） 
 受注者の責めにより、入札時の提案内容が実施されていないと判断された場合、（２）２）

①「一般国道○○号における交通規制の短縮日数における提案に係る具体的な施工計画」

においては、実際に確認できた交通規制の短縮日数に基づき点数の再計算を行い、落札時

の技術評価点との点差に対応した金額を契約不履行の違約金として徴収する。この取扱い

方法については契約書に記載するものとする。 
 また、併せて当該工事成績評定を減ずる措置を行う。 
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図 技術提案不履行の場合の違約金の算定例 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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【指針本文】 

（競争参加者の施工能力の適切な評価項目の設定等） 
総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっては、競争参加者や当該工事に

配置が予定される技術者（以下「配置予定技術者」という。）の施工実績などを適切に

評価項目に設定するとともに、必要に応じて災害時の工事実施体制の確保の状況や近

隣地域での施工実績などの企業の地域の精通度や、技能労働者の技能（登録基幹技能

者等の資格の保有など）等を評価項目に設定する。 

また、必要に応じて、豊富な実績を有していない若手技術者や、女性技術者などの

登用、民間発注工事や海外での施工経験を有する技術者の活用も考慮して、施工実績

の代わりに施工計画を評価するほか、主任技術者又は監理技術者以外の技術者の一定

期間の配置や企業によるバックアップ体制、災害時の活動実績を評価するなど、適切

な評価項目の設定に努める。さらに、国土交通省が認定した一定水準の技術力等を証

する民間資格を総合評価落札方式における評価の対象とするよう努める。 

工事の目的や内容、技術力審査・評価の項目や求める施工計画又は技術提案のテー

マが同一であり、かつ施工地域が近接する２以上の工事において、提出を求める技術

資料の内容を同一のものとする一括審査方式や、工事の性格、地域の実情等を踏まえ、

施工能力や実績等により競争参加者や技術者を評価する総合評価落札方式（施工能力

評価型総合評価落札方式）を活用することなどにより、発注者と競争参加者双方の負

担軽減に努める。 

総合評価落札方式の実施方針や複数の工事に共通する評価方法を定める場合は、学

識経験者の意見を聴き、個別工事の評価方法や落札者の決定については、工事の内容

等を踏まえて、必要に応じて学識経験者の意見を聴く。地方公共団体における総合評

価落札方式に係る学識経験者の意見聴取については、地方自治法施行令（昭和 22 年政

令第 16 号）第 167 条の 10 の２第４項等に定める手続により行う。 

必要に応じて、配置予定技術者に対するヒアリングを行うこと等により、競争参加

者の評価を適切に行う。 

また、工事の性格等に応じて、品質確保のための体制やその他の施工体制の確保状

況を確認するために入札説明書等に記載された要求要件の確実な実施の可否を審査・

評価する総合評価落札方式（施工体制確認型総合評価落札方式）の実施に努める。 
  

【解 説】 
 ○ 総合評価落札方式における施工能力の評価   １） 

国土交通省では、総合評価落札方式における施工能力の評価に当たっての評価項目の基本的な

考え方について、以下のとおり運用している。 

【評価項目及び配点の基本的な考え方】  
（１）評価項目 
 総合評価落札方式における価格以外の評価項目は、施工能力評価型（Ⅰ型、Ⅱ型）及び技術

提案評価型（Ｓ型、ＡⅠ型、ＡⅡ型、ＡⅢ型）の各タイプにかかわらず、以下に示す３つの観

点に基づき、公共工事の品質確保・向上に対する重要性や評価項目に係るデータ入手の容易さ

等を考慮した上で、選定タイプの工事特性（工事内容、規模、要求要件等）に応じて設定する

ことを基本的な考え方とする。 
 公共工事の品質確保・向上のために重要な評価項目は、以下のように整理できる。 
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① 企業の能力等 
② 技術者の能力等 
③ 技術提案（施工計画） 
 「①企業の能力等」は、発注者が示す仕様に基づき、企業が適切かつ確実に工事を遂行する

能力を評価するものである。企業の施工実績や工事成績、表彰等を評価する。また、従来「企

業の信頼性・社会性」として評価していた現地条件を熟知している等の地域精通度等について

も、企業の能力等の中で評価する。 
 「②技術者の能力等」は、発注者が示す仕様に基づき、施工に直接携わる配置予定技術者が

適切かつ確実に工事を遂行する能力を評価するものである。具体的には、配置予定技術者の施

工実績や工事成績、表彰、ヒアリング（監理能力、理解度）等を評価する。 
 「③技術提案（施工計画）」は、発注者が示す標準的な仕様に対して企業自らの技術提案によ

り改善し、工事の品質向上を図る能力を評価するものである。競争参加者の技術提案について

は、総合的なコスト、工事目的物の性能・機能等や環境の維持・交通の確保等を評価の視点と

する。なお、技術的工夫の余地が小さく技術提案を求める必要がない工事においては、｢施工計

画｣を求め、施工上配慮すべき事項の適切性を審査し、適切かつ確実に工事を遂行する能力を

審査する。 
 
（１）企業・技術者の能力等 
【評価項目】 
 企業・技術者の能力等の評価項目は、施工実績、工事成績及び表彰を必須とし、必要に応じ

て、企業・技術者の施工能力を判断できる項目を適宜設定する。 
 各評価項目の配点は地域の実情等を踏まえ、バランス良く設定するものとするが、必須項目

については、品質確保の確実性の観点から、工事特性に応じて配点を高めることが望ましい。 
 また、地域精通度等については、企業の能力等の中で評価するものとし、企業の能力等の配

点の半分を超えない範囲でバランス良く設定するものとする。 
なお、複数の配置予定技術者で参加申請する場合は、配置予定技術者の評価点合計の最も低い

者の評価点を対象とする。 

 
【評価方法】 
 加算点の算出に当たっては、各評価項目の得点の合計点をそのまま加算点とする、いわゆる

「素点計上方式」とする。なお、技術者の能力等の評価において、配置予定技術者が評価対象

期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、入札・契

約手続の公平性の確保を踏まえた上で、原則、休業期間に相当する期間を審査対象期間に加え

るものとする。 
○同種工事の施工実績 
・「より同種性の高い工事」の同種条件として、工事目的物の具体的な構造形式や工事量、施工条

件等を当該工事の特性を踏まえて適切に設定し、競争参加資格としての同種工事よりも優位に

評価することを基本とする。 
                        

  

（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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・複数の同種条件を設定、評価することも可能とする。 
・施工実績が複数ある場合は、件数に応じて優位に評価することも可能とする。 
・過去１５年間における元請けとして完成・引渡しが完了した要求要件を満たす同種工事（都道

府県等の他の発注機関発注の工事を含む）を対象とする。なお、国土交通省直轄工事において

は、工事成績評定点が６５点未満の工事は対象外とする。 
・ＣＯＲＩＮＳ等のデータベース等を活用し、確認・審査する。 
・配置予定技術者の施工実績において工事に従事した立場を考慮する場合には、「監理（主任）技

術者」だけを優位に評価するのではなく、必要に応じて「現場代理人」又は「担当技術者」も

同等に評価することも可能とする。 
○工事成績 

・企業においては過去２年間、配置予定技術者においては過去４年間の同じ発注工種区分の工事

成績評定点の平均点（全国：８地方整備局＋北海道開発局＋沖縄総合事務局）とする。 
ただし、データベースの整備状況に応じて、当該地整のみとすることや、３件程度の工事の平

均とすることも可能とする。 
・都道府県等の他の発注機関における工事成績を対象とすることも可能とするが、直轄工事にお

ける工事成績評定点との評価方法や平均点等の違いに留意すること。 
・なお、事前に、当該期間の実績を有する企業、技術者が少ないことがわかっている場合は、必

要に応じて対象期間を拡大できるものとする。 
○表彰 

・原則、同じ発注工種区分の工事を対象とし、発注量、企業数、表彰数を考慮して設定するもの

とする。 
・企業においては優良工事表彰、配置予定技術者においては優良工事技術者表彰を基本とする。 
・局長表彰、事務所長表彰等、表彰主体に応じて評価することも可能とする。 

○地域精通度等 
 地域精通度等の評価項目は、企業の能力等の中で評価するものとし、災害協定の有無・協定

に基づく活動実績、近接地域での施工実績等の社会資本整備・管理に関係のある項目について

のみ、必要に応じて設定するものとする。社会資本整備・管理に関係のない項目は設定しない。 
○配置予定技術者の資格 

・競争参加資格要件として求めた資格以外で当該工事に有効な資格がある場合には、資格の内容

に応じて評価することも可能とする。 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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【競争参加資格要件と総合評価項目案（施工能力評価型・技術提案評価型）】  
表 競争参加資格要件と総合評価項目案（施工能力評価型・技術提案評価型） 

 

資格要件・評価項目 

施工能力評価型 
技術提案評価型

(WTO 以外)※ 

参加 

要件 

総合 

評価 

参加 

要件 

総合 

評価 

企業の能力等 

同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○ 

工事成績 ○ ○ ○ ○ 

表彰 × ○ × ○ 

関連分野での技術開発の実績 × △ × △ 

品質管理・環境マネジメントシステムの取組状況（ISO 等） × △ × △ 

技能者の配置状況、作業拠点の有無、施工機械の保有状況等

の施工体制 
× △ × △ 

その他（手持ち工事量等） △ △ △ △ 

 

地域精

通度 

・貢献度

等 

地理的条件 

本支店営業所の所在地 △ △ △ △ 

企業の近隣地域での施工実績の有無 △ △ △ △ 

配置予定技術者の近隣地域での施工実績 △ △ △ △ 

災害協定の有無・協定に基づく活動実績 × △ × △ 

その他（ボランティア活動等） × △ × △ 

技術者の能力

等 

資格 ○ △ ○ △ 

同種工事の施工実績 ○ ○ ○ ○ 

工事成績 ○ ○ ○ ○ 

表彰 × ○ × ○ 

継続教育（CPD）の取組状況 × △ × △ 

その他 △ △ △ △ 

監理能力（ヒアリング） × △ × △ 

技術提案 

（施工計画） 

施工計画 ○ × × × 

施工計画の適切性（ヒアリング） △ × × × 

技術提案 × × ○ ○ 

技術提案の理解度（ヒアリング） － － △ △ 

施工体制 
品質確保の実効性 × △ × △ 

施工体制確保の確実性 × △ × △ 

   （凡例）  ○：必須  △：選択  ×：非設定 

 ※WTO 対象工事にあっては、国内実績のない外国籍企業が不利となるような評価項目を設定してはならない。 

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 豊富な実績を有していない若手や女性などの技術者の登用も考慮   

国土交通省では、中長期的な担い手の育成・確保を図る観点から、豊富な実績を有していない若

手や女性などの技術者の登用を促す工事の試行を実施している。 

【技術提案チャレンジ型 H30 年度の実施状況（関東地方整備局）】 

 

 

出典）「平成 30 年度関東地方整備局総合評価審査委員会」（平成 31 年３月国土交通省関東地方整備局） 
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【技術提案チャレンジ型 H31 年度の実施方針（関東地方整備局）】 

 
出典）「平成 30 年度関東地方整備局総合評価審査委員会」（平成 31 年３月国土交通省関東地方整備局） 
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【九州地方整備局営繕チャレンジ型【試行工事】】(九州地方整備局） 

 

 
出典）「令和２年度総合評価落札方式の主な変更点（工事）」（令和 2 年 3 月国土交通省九州地方整備局） 
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【担い手の確保を図る取り組み】（近畿地方整備局） 

 

 
出典）「近畿地方整備局における工事の入札契約について」（令和 2 年 1 月国土交通省近畿地方整備局） 
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【女性技術者・若手技術者の登用を促すモデル工事】(関東地方整備局） 

 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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【若手技術者活用評価型(単独）【試行】】(関東地方整備局） 

 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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【産休育休等を取得しやすい環境整備【評価対象期間の緩和】】(中国地方整備局） 

 
出典）「令和元年度の入札・契約方針」（令和 2 年 1 月国土交通省中国地方整備局） 

【ﾜｰｸ･ﾗｲﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽ(WLB)等推進企業を評価する取組の試行】（中部地方整備局） 

 

出典）「令和元年度の入札・契約方針」（令和 2 年 1 月国土交通省中国地方整備局） 
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○ 一括審査方式   １）２）３） 

国土交通省では、総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、提出を

求める技術資料の内容を同一のものとする一括審査方式の活用に努めている。 
東日本大震災における復旧工事では、技術提案の作成に関する建設会社の負担、その評価に関

する発注者の負担を軽減することを目的として、工事内容に照らし要求する技術提案を共通化で

きる工事を対象に一括審査方式を活用している。 

【一括審査方式の特徴】 
① 複数工区の発注に対して同一の競争参加資格（同種工事の施工実績）や技術提案テーマを求

める。 
② 入札は、全ての工区または希望する工区のみ札を入れる。 
③ 入札説明書で示した開札順番ごとに開札し、工区ごとに評価値の最も高い者に落札決定す

る。 
④ 受注した企業は、工事に専念し確実な施工を実施する体制の構築が求められるため、1 公告

に配置できる予定技術者は、技術提案を熟知し確実に履行できる1 人としてリスクの分散を図

る。 
出典）「災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン」（平成 29 年 7 月） 

 

【一括審査方式の活用】  
１ 事務の改善及び効率化について 
(2) 一括審査方式の更なる活用 

工事への活用については、下記のとおりとする。 
① 総合評価落札方式における企業の技術力審査・評価を効率化するため、以下の条件をすべ

て満たす２以上の工事において、提出させる技術資料（技術提案及び施工計画を含む。）の内

容を同一のものとすることができるものとする。 
ただし、１．(1)を適用する工事については、イ）からホ）までの条件をすべて満たせばよ

いものとする。 
イ）支出負担行為担当官又は分任支出負担行為担当官が同一である工事 
ロ）工事の目的・内容が同種の工事であり、技術力審査・評価の項目が同じ工事 
ハ)「工事請負業者選定事務処理要領」（昭和 41 年 12 月 23 日付け建設省厚第 76 号）及び

「官庁営繕部工事請負業者選定要領」（昭和 42 年７月１日付け建設省営管第 845 号）第３

に掲げる工事種別及び同第２第２号の等級区分、「契約業者取扱要領」（昭和 55 年 12 月１

日付け運輸省港管第 3722 号）第７条第１項に掲げる工事種別及び同条第２項の等級区分、

「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務処理要領について」（平成 13 年１月

６日付け国官会 22 号）の別紙「国土交通省所管の契約に係る競争参加資格審査事務取扱

要領」別表第二に掲げる業種区分及び別表第一に掲げる等級に掲げる等級が同じ工事 

 
 

                        
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
２）「災害復旧における適切な入札契約方式の適用ガイドライン」（平成 29 年 7 月） 
３）「平成 31 年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」 

（平成 31 年３月国土交通省） 
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二）施工地域が近接する工事 
ホ）入札公告、競争参加資格申請書等の提出、入札、開札及び落札決定のそれぞれについて

同一日に行うこととしている工事ヘ）工事の品質確保又は品質向上を図るために求める施

工計画又は技術提案のテーマが同一となる工事 
ト）「請負工事成績評定要領の運用について」（平成 13 年３月 30 日付け国官技第 93 号）別

添２「地方整備局工事技術的難易度評価実施要領」別記様式第１「工事技術的難易度評価

表」、「官庁営繕部請負工事成績評定要領の運用について」（平成 13 年３月 30 日付け国営

計第 88 号、国営技第 34 号）別添２「官庁営繕部工事技術的難易度評価実施要領」別記様

式第 1-1～1-2「工事技術的難易度評価表」、「請負工事成績評定基準の制定について」（平成

22 年６月１日付け国港技第 27-2 号）別添２「工事技術的難易度評価実施基準」別記様式

第１(1)「発注時工事技術的難易度評価表」又は「航空局工事成績評定要領」（平成 10 年３

月 26 日付け空経第 238 号、空建第 47 号）別添２「航空局工事技術的難易度評定要領」別

記様式第 1-1～1-4「工事技術的難易度評価表」のいずれかの様式のすべての大項目及び技

術提案又は施工計画を求めるテーマに関連のある小項目の評価が同じ工事 
② 一括審査方式の適用に当たっては、次の事項に留意するものとする。 
イ）入札公告及び入札説明書の交付は工事ごとに別々に行うこと。 
ロ）落札決定を行う工事の順番を入札公告及び入札説明書において明らかにすること。  

出典）「平成 31 年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」 
（平成 31 年３月国土交通省） 

 

 

出典）国土交通省作成資料 
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 ○ 施工能力や実績等により競争参加者や技術者を評価する総合評価落札方式  

（施工能力評価型総合評価落札方式）   １）２） 

国土交通省では、総合評価落札方式の適用拡大に伴う技術提案・審査に係る競争参加者及び発

注者の負担増に対応するため、技術的工夫の余地が小さく技術提案を求めて評価する必要がない

工事において、施工能力や実績等により競争参加者や技術者を評価する施工能力評価型総合評価

落札方式を適用している。 

【工事の特性に応じた総合評価落札方式（施工能力評価型総合評価落札方式）の選択】  
【概要】 
 施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さい工事を対象に、発注者が示す仕様に基づき、

適切で確実な施工を行う能力を確認する場合に適用するものである。 
 施工能力評価型は、施工計画を審査するとともに、企業の能力等（当該企業の施工実績、工

事成績、表彰等）、技術者の能力等（当該技術者の施工経験、工事成績、表彰等）に基づいて評

価される技術力と価格との総合評価を行うⅠ型と、企業の能力等、技術者の能力等に基づいて

評価される技術力と価格との総合評価を行うⅡ型に分類される。 
【適用の意義】 
 施工能力評価型は、技術的工夫の余地が小さく、技術提案を競争参加者に求めて評価する必

要がない工事において、企業の能力等（当該企業の施工実績、工事成績、表彰等）、技術者の能

力等（当該技術者の施工実績、工事成績、表彰等）及び施工計画を審査・評価することにより、

企業が発注者の示す仕様に基づき、適切で確実な施工を行う能力を有しているかを確認するも

のである。それとともに、必要に応じて、地域精通度等を評価し、その地域で工事を円滑に実

施する能力を有しているかなどを評価することにより、当該工事を確実に施工できる企業を選

定することを目的とするものである。 

 

図 国土交通省における総合評価落札方式のタイプの概要 
 規模の小さい工事や施工上の技術的課題が少ない工事においては、技術提案の範囲や効果が

限定されるため、工事品質の向上を図ることよりも、むしろ粗雑工事等の発生リスクを回避す

るために、発注者が示す仕様に基づき適切かつ確実な施工を図ることがより重要となる。長期

的に見れば、適切かつ確実に施工することは、構造物の長寿命化や、長い供用期間にわたる維

持管理費の軽減にもつながるものであり、国民にとっては、供用期間が長く、安全性の高い社

会資本が確保され、将来の維持管理費を含めた総合的なコスト縮減等の利益を享受することが

できる。 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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また、市区町村向けの簡易型（特別簡易型）の評価項目及び評価基準の設定例については、以下

のとおりである。 

【市区町村向け簡易型（特別簡易型）の評価項目及び評価基準の設定例】  

 
出典）「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」（平成 19 年３月（最終平成 20 年３月）国土交通省） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
２）「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」（平成 19 年３月（最終平成 20 年３月）国土交通省） 
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 ○ 地方公共団体における総合評価落札方式に係る学識経験者の意見聴取   ⅰ）ⅱ）１） 

技術提案の審査・評価に当たっては、発注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査・評価を行う

ことが必要であることから、国及び地方公共団体における中立かつ公正な審査・評価の確保に関

する事項について、基本方針において、以下のとおり定められている。 

【学識経験者の意見聴取】 
第２ ５ 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項 
技術提案の審査・評価に当たっては、発注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査・評価

を行うことが必要である。このため、国においては、総合評価落札方式の実施方針及び複数

の工事に共通する評価方法を定めようとするときは、中立の立場で公正な判断をすることが

できる学識経験者の意見を聴くとともに、必要に応じ個別工事の評価方法や落札者の決定に

ついても意見を聴くものとする。 
（中略） 
また、地方公共団体においては、総合評価落札方式を行おうとするとき、総合評価落札方

式により落札者を決定しようとするとき、落札者決定基準を定めようとするときは、あらか

じめ２人以上の学識経験者の意見を聴くこととされているが、この場合、各発注者ごとに、

又は各発注者が連携し、都道府県等の単位で学識経験者の意見を聴く場を設ける、既存の審

査の場に学識経験者を加える、個別に学識経験者の意見を聴くなど運用面の工夫も可能であ

る。なお、学識経験者には、意見を聴く発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経

験を有している者等も含まれる。 
出典）「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」 

(令和元年 10 月閣議決定） 
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【地方公共団体における学識経験者の意見聴取】  

 

 
 
【地方自治法施行令】  

第百六十七条の十の二 
 （中略） 

３ 普通地方公共団体の長は、前二項の規定により落札者を決定する一般競争入札（以下「総合

評価一般競争入札」という。）を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札

に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決

定するための基準（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 
４ 普通地方公共団体の長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるとこ

ろにより、あらかじめ、学識経験を有する者（次項において「学識経験者」という。）の意見を

聴かなければならない。 
５ 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決

定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかに

ついて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、

当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければなら

ない。 
出典）上段：「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」 

    平成 19 年３月（最終平成 20 年３月）国土交通省） 
下段：「地方自治法施行令」 

 
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）基本方針 第２ ５ 中立かつ公正な審査・評価の確保に関する事項 
ⅱ）「地方自治法施行令」第 167 条の 10 の２ 
（参考資料） 
１）「地方公共団体向け総合評価実施マニュアル」（平成 19 年３月（最終平成 20 年３月）国土交通省） 
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 ○ 配置予定技術者に対するヒアリング   １）

 

国土交通省では、総合評価落札方式において、競争参加者から提出された施工計画の適切性（配

置予定技術者の施工計画に対する理解度）を確認する必要がある場合など、必要に応じて配置予

定技術者へのヒアリングを実施するなどにより、適切な競争参加者の選定を行うことととしてい

る。 

【配置予定技術者の監理能力（ヒアリング）】  
 施工能力評価型Ⅰ型及び技術提案評価型Ｓ型（ＷＴＯ対象工事を除く。）において、配置予定

技術者の「監理能力」を確認する必要がある場合には、配置予定技術者へのヒアリングを実施

する。 
 「監理能力」に関しては、下表の視点から評価するものとし、評価結果に応じて、「技術者の

能力等」における過去の同種工事実績の評価点に係数を掛けることとする。 
表 技術者ヒアリングにおける監理能力の評価視点（例） 

視 点 内 容 

役割 
監理技術者（担当技術者）として、当該工事における自身の役割を、実際の工事で実施

した内容を持って具体的に説明できる 

工程管理 
工程管理にあたってのクリティカルポイントが何で、それを予定通り実施するためにとっ

た対策について、工事特性との関係とともに具体的に説明できる 

品質管理 
品質管理にあたり、最も配慮しなければならなかった事項及びその対策について、工事

特性との関係とともに具体的に説明できる 

安全管理 
安全管理にあたり、最も配慮しなければならなかった事項及びその対策について、工事

特性との関係とともに具体的に説明できる 

関係者との調

整 

関係者との調整にあたり配慮すべき事項について、工事特性との関係とともに具体的に

説明できる 

同種実績と当

該工事との関係 

同種工事から得られた知見を今回の工事にどのように生かすことができるか、工事特性

との関係とともに具体的に説明できる 
  

出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 
（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 要求要件の確実な実施の可否を審査・評価する総合評価落札方式  

（施工体制確認型総合評価落札方式）   １）２） 

低入札価格調査制度調査対象工事においては、下請業者へのしわ寄せ、安全対策等の不徹底等

につながりやすく、適切な施工体制が確保されないおそれがある。 
国土交通省では、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等

に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する方式（施工体制確認型総

合評価落札方式）を活用している。 

【施工体制確認型総合評価方式】  

 
 

出典）国土交通省作成資料 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                        
（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
２）「施工体制確認型総合評価落札方式の試行について」（平成 18 年 12 月（最終平成 31 年３月）国土交通省）
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【指針本文】 

（ダンピング受注の防止・予定価格の事後公表） 

低入札による受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安

全対策の不徹底等につながることが懸念される。ダンピング受注を防止するため、国

や他の発注者の取組状況を参考にしながら、適切に低入札価格調査基準又は最低制限

価格を設定するなどの必要な措置を講じ、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度

の適切な活用を徹底する。低入札価格調査制度の実施に当たっては、入札参加者の企

業努力による、より低い価格での落札の促進と工事の品質の確保の徹底の観点から、

落札率（予定価格に対する契約価格の割合をいう。）と工事成績との関係についての調

査実績等も踏まえて、適宜、低入札価格調査基準を見直す。なお、低入札価格調査の

基準価格又は最低制限価格を定めた場合には、当該価格について入札の前には公表し

ないものとする。 

予定価格については、入札前に公表すると、入札の際に適切な積算を行わなかった

入札参加者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争

を損ねる弊害が生じかねないこと等から、原則として事後公表とする。この際、入札

前に入札関係職員から予定価格に関する情報等を得て入札の公正を害そうとする不正

行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与を排除するための措置を徹底する。 

なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はない

が、予定価格の事前公表を行う場合には、その適否について十分検討するとともに、

入札の際に適切な積算を行わなかった入札参加者がくじ引きの結果により受注するな

ど、建設業者の技術力や経営力による適正な競争を損ねる弊害が生じないよう適切に

取り扱うものとする。弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめ等の適切

な措置を講じる。 

また、工事の入札に係る申込みの際、入札参加者に対して入札金額の内訳書の提出

を求め、書類に不備（例えば内訳書の提出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と

内訳書の総額の相違等）がある場合には、原則として当該内訳書を提出した者の入札

を無効とする。 
 

【解 説】 
 ○ 低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底   ⅰ） 

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の概要については、以下のとおりである。 
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【低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の概要】 

 
 

出典）「中央建設業審議会 第６回入札契約の適正化に関する検討委員会」（平成 17 年５月国土交通省） 

 

「低入札価格調査制度」とは、入札の結果、契約の相手方となるべき者の申込みの価格によって

は、その者により契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場

合において、そのおそれがあるかどうかについて調査を行うものである。 
「最低制限価格制度」とは、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると

認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けた上で、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制

限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者と

するものである。 
低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の具体的な手続については、適正化指針において、

以下のとおり定められている。 

【低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用】 
第２ ４ 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契

約の締結の防止に関する事項 
（３）低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用に関すること 
各省各庁の長等においては、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底

することにより、ダンピング受注の排除を図るものとする。この場合、政府調達に関する協定

の対象工事における入札及び総合評価落札方式による入札については最低制限価格制度は活

用できないこととされていることに留意するものとする。 
低入札価格調査制度は、入札の結果、契約の相手方となるべき者の申込みの価格によって

は、その者により契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められ

る場合において、そのおそれがあるかどうかについて調査を行うものである。その実施に当

たっては、入札参加者の企業努力によるより低い価格での落札の促進と公共工事の品質の確

保の徹底の観点から、当該調査に加え、受注者として不可避な費用をもとに、落札率（予定価

格に対する契約価格の割合）と工事成績との関係についての調査実績等も踏まえて、適宜、調 

 
                        
（参考法令等） 
ⅰ）適正化指針 第２ ４（３）低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の活用に関すること 
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査基準価格を見直すとともに、あらかじめ設定した調査基準価格を下回った金額で入札した者

に対して、法第１２条に基づき提出された内訳書を活用しながら、次に掲げる事項等の調査を

適切に行うこと、一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格基準を積極的に導入・

活用するとともに、その価格水準を低入札価格調査の基準価格に近づけ、これによって適正な

施工への懸念がある建設業者を適切に排除することなどにより、制度の実効を確保するものと

する。 
イ 当該入札価格で入札した理由は何か 
ロ 当該入札価格で対象となる公共工事の適切な施工が可能か 
ハ 設計図書で定めている仕様及び数量となっていること、契約内容に適合した履行の確保の

観点から、資材単価、労務単価、下請代金の設定が不適切なものでないこと、安全対策が十

分であること等見積書又は内訳書の内容に問題はないか 
ニ 手持工事の状況等からみて技術者が適正に配置されることとなるか 
ホ 手持資材の状況、手持機械の状況等は適切か 
ヘ 労働者の確保計画及び配置予定は適切か 
ト 建設副産物の搬出予定は適切か 
チ 過去に施工した公共工事は適切に行われたか、特に、過去にも低入札価格調査基準価格を

下回る価格で受注した工事がある場合、当該工事が適切に施工されたか 
リ 経営状況、信用状況に問題はないか 
また、各省各庁の長等は、低入札価格調査の基準価格を下回る価格により落札した者と契約

を締結したときは、重点的な監督・検査等により適正な施工の確保を図るとともに、下請業者

へのしわ寄せ、労働条件の悪化、工事の安全性の低下等の防止の観点から建設業許可行政庁が

行う下請企業を含めた建設業者への立入調査との連携を図るものとする。さらに、適正な施工

への懸念が認められる場合等には、配置技術者の増員の義務付け、履行保証割合の引き上げ等

の措置を積極的に進めるものとする。 
これらの低入札価格調査制度については、調査基準価格の設定、調査の内容、監督及び検査

の強化等の手続の流れやその具体的内容についての要領をあらかじめ作成し、これを公表する

とともに、低入札価格調査を実施した工事に係る調査結果の概要を原則として公表するなど、

透明性、公正性の確保に努めるものとする。 
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 
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○ 低入札価格調査基準を見直す   １）２） 

適正化指針において、受注者として不可避な費用をもとに、落札率（予定価格に対する契約価格

の割合）と工事成績との関係についての調査実績等を踏まえて、適宜、調査基準価格を見直すこと

と定められている。 
国土交通省では平成 31 年に低入札価格調査基準の範囲を見直している。また、低入札価格調査

基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルも同様に見直しており、他省庁や地方公共団体

に対して周知している。 
国土交通省におけるこれまでの低入札価格調査基準の見直しの状況については、以下のとおり

である。 

 

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹

底する。予定価格は、原則として事後公表とする。 

 

 
                        
（参考資料） 
１）「予算決算及び会計令第 85 条の基準の取扱いについて」（平成 16 年６月（最終平成 31 年３月）国土交通

省） 
２）「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」 

（昭和 61 年６月（最終平成 31 年３月）中央公共工事契約制度運用連絡協議会） 
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 ○ 低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を入札の前には公表しない   ⅰ） 

低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格は、入札の前には公表しないこととすることにつ

いて、適正化指針において以下のとおり定められている。 

【低入札価格調査基準価格・最低制限価格の公表時期】 
第２ ４ 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契

約の締結の防止に関する事項 
（５）低入札価格調査の基準価格等の公表時期に関すること 

低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場合における当該価格については、

これを入札前に公表すると、当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の

入札者間のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設

業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害

が生じうることから、入札の前には公表しないものとする。  
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 

 
 ○ 予定価格については原則として事後公表   ⅰ） 

予定価格の公表時期については、適正化指針において以下のとおり定められている。 

【予定価格の公表時期】 
第２ ４ 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契

約の締結の防止に関する事項 
（５）低入札価格調査の基準価格等の公表時期に関すること 

 （中略） 
予定価格については、入札前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札

価格が高止まりになること、建設業者の見積努力を損なわせること、入札談合が容易に行わ

れる可能性があること、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を強く類推させ、これ

らを入札前に公表した場合と同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、入札

の前には公表しないものとする。なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止

する法令の規定はないが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、上記弊害が生

じることがないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りや

めを含む適切な対応を行うものとする。 
なお、入札前に入札関係職員から予定価格、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格

を聞き出して入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の

関与の排除措置を徹底するものとする。 
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 

 

 ○ 談合等に対する発注者の関与を排除するための措置   ⅰ） 

談合等に発注者が関与することは、国民の貴重な税金を原資として行われる公共事業に対する

国民の信頼を根底から損なうものであり、あってはならないことである。 
談合に対する発注者の関与の排除措置については、適正化指針において以下のとおり定められ

ている。 
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【談合に対する発注者の関与の防止】 
第２ ３ 主として入札及び契約からの談合その他の不正行為の排除の徹底に関する事項 
（５）談合に対する発注者の関与の防止に関すること 

公共工事は、国民の税金を原資として行われるものであることから、とりわけ公共工事の

入札及び契約の事務に携わる職員が談合に関与することはあってはならないことであり、各

省各庁の長等は、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害す

べき行為の処罰に関する法律（平成１４年法律第１０１号）を踏まえ、発注者が関与する談合

の排除及び防止に取り組むものとする。 
併せて、各省各庁の長等は、法及び適正化指針に基づく入札及び契約の手続の透明性を向

上させることや、情報管理を徹底すること、予定価格の作成時期を入札書の提出後とするな

ど外部から入札関係職員に対する不当な働きかけ又は口利き行為が発生しにくい入札契約手

続やこれらの行為があった場合の記録・報告・公表の制度を導入すること等により不正行為

の発生しにくい環境の整備を進めるものとする。併せて、その職員に対し、公共工事の入札及

び契約に関する法令等に関する知識を習得させるための教育、研修等を適切に行うものとす

る。 
また、刑法又は独占禁止法に違反する行為については、発注する側も共犯として処罰され

得るものであることから、各省各庁の長等は、警察本部、公正取引委員会等との連携の下に、

不正行為の発生に際しては、厳正に対処するものとする。 
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 

 
 ○ 入札金額の内訳書の提出   ⅱ）１）２）３） 

入札金額の内訳書の提出については、適正化指針において以下のとおり定められている。 

【入札金額の内訳書の提出】 
第２ ４ 主としてその請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契

約の締結の防止に関する事項 
（２）入札金額の内訳書の提出に関すること 
公共工事の入札に際しては、見積能力のないような不良・不適格業者の参入を排除し、併せ

て談合等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から、各省各庁の長等は、法第１２条

に基づき、入札に参加しようとする者に対して、対象となる工事に係る入札金額と併せてその

内訳を提出させるものとする。 
また、各省各庁の長等は、談合等の不正行為やダンピング受注が疑われる場合には、法第１

３条に基づき、入札金額の内訳を適切に確認するものとする。 
出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 

 
 
                        

  

（参考法令等） 
ⅰ）適正化指針 第２ ３（５）談合に対する発注者の関与の防止に関すること 
ⅱ）適正化指針 第２ ４（２）入札金額の内訳書の提出に関すること 
（参考資料） 
１）「工事費内訳書の提出について」（平成 27 年３月国土交通省） 
２）「工事費内訳書等の提出期限及び取扱いに関する試行について」 

（平成 27 年３月国土交通省） 
３）「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて」 

（平成 26 年 12 月総務省・国土交通省） 
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入札金額の内訳書の具体的な取扱い及び内訳書の確認における確認事項の例については、以下

のとおりである。 

【入札金額の内訳書の取扱い】 
１．入札金額の内訳書（以下「内訳書」という。）については、見積能力のない者や見積りをせず

に入札に参加する者を排除するため、全ての入札参加者についてその提出を求めること自体に

大きな意義があります。その上で、提出された内訳書については、各発注者の体制に応じ、適

切に確認を行うことが求められます。 
２．既に多くの発注者において内訳書の提出を求めているものと承知していますが、現在、対

象工事や提出を求める者を限定している場合には、改正法施行後は入札に付す全ての公共工事

について、全ての入札参加者に対し内訳書の提出を求めることが必要となります。 
３．なお、通常、開札から直ちに行われる再度入札については、内訳書の再提出は物理的に困難

であると考えられることから、内訳書については、最初の入札に係る申込みの際の提出を想定

しています。ただし、発注者の判断により再度入札において提出を求めることを否定するもの

ではありません。         
４．提出された内訳書の具体的な取扱いについては、 
・公告等において入札説明書等に定めることにより、内訳書の内容に不備（例えば入札書の提

出者名の誤記、工事件名の誤記、入札金額と内訳書の総額の著しい相違等）がある場合には、

原則として当該内訳書を提出した者の入札を無効とすること 
・低入札価格調査の際に他の入札参加者の内訳書の内容と比較する等により活用すること 
・談合情報が寄せられた場合等談合の可能性が疑われるときに、提出された内訳書の内容を比

較する等により、必要に応じて、入札手続を中止する、関係機関に内訳書を提出する等の対

応をとること 
 などが考えられます。また、既に独自の取扱いを行っている発注者におかれては、その取扱い

を継続していただいても差し支えありません。 
５．内訳書の確認の時期については、公正性の観点から入札書及び内訳書の提出期限後とする必

要があります。 
【簡易な内訳書の例】  

 
 （記入例）                                       平成○年○月

○日 
          殿 
                             住    所  ○○市○○町○○番○号 
                             商号又は名称  株式会社 ○○建設 
                             代表者 氏名  代表取締役 ○○○○   印 
 

工 事 費 内 訳 書 
 

工 事 名  ○○事業（○○） 道路改良工事 
 

工 種 等 見 積 金 額（円） 

道路改良 Ａ  

  土工 ａ  

  法面工 ｂ  

  擁壁工 ｃ  

  雑工 ｄ  

直接工事費 Ａ（ａ＋ｂ＋ｃ＋ｄ） 

共通仮設費計 Ｂ  
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現場管理費 Ｃ  

一般管理費等 Ｄ  

工事価格 Ａ ＋ Ｂ ＋ Ｃ ＋ Ｄ  
 

  
出典）「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う入札金額の内訳書の取扱いについて」 

（平成 26 年 12 月総務省・国土交通省） 
 

【内訳書の確認事項の例】 
1 未提出であると認められる

場合 

(未提出であると同視でき

る場合を含む。) 

(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

(2) 内訳書とは無関係な書類である場合 

(3) 他の工事の内訳書である場合 

(4) 白紙である場合 

(5) 内訳書に押印が欠けている場合（電子入札システムにより

工事内訳書が提出されている場合を除く。） 

(6) 内訳書が特定できない場合 

(7) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合 

2 記載すべき事項が欠けて

いる場合 

(1) 内訳の記載が全くない場合 

(2) 入札説明書、指名通知書等に指示された項目を満たして

いない場合 

3 添付すべきではない書類

が添付されていた場合 

(1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合 

4 記載すべき事項に誤りが

ある場合 

(1) 発注者名に誤りがある場合 

(2) 発注案件名に誤りがある場合 

(3) 提出業者名に誤りがある場合 

(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

5 その他未提出または不備がある場合 
 
 

出典）「工事費内訳書等の提出期限及び取扱いについて」 
（平成 27 年３月国土交通省） 
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【指針本文】 

（入札不調・不落時の見積りの活用等） 
入札に付しても入札参加者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工条

件の乖離が想定される場合は、以下の方法を活用して予定価格や工期を適切に見直す

ことにより、できる限り速やかに契約を締結するよう努める。 

・入札参加者から工事の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切

に確認しつつ、当該見積りを活用することにより、積算内容を見直す方法 

・設計図書に基づく数量、施工条件や工期等が施工実態と乖離していると想定され

る場合はその見直しを行う方法 

例えば不落の発生時には、上記の方法を活用し、改めて競争入札を実施することを

基本とするが、再度の入札をしても落札者がなく、改めて競争入札を実施することが

困難な場合には、談合防止や公正性の確保、発注者としての地位を不当に利用した受

注者に不利な条件での契約の防止の観点に留意の上、予算決算及び会計令（昭和 22 年

勅令第 165 号）第 99 条の２又は地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号に基づ

く随意契約（いわゆる不落随契）の活用も検討する。 
 

【解 説】 
 ○ 見積りを徴収し積算内容を見直す方法   １）２） 

地域や工種によっては、資材価格等の高騰や落札率の低下により収益性の低い工事への参加を

手控えるなど、建設業者の応札行動が変化していることや、市場動向、施工条件・現場条件が多様

化していることにより、標準積算では対応が困難となる場合がある。 
国土交通省では、発注者の積算との乖離が大きく、入札不調・不落が頻発している工事におい

て、標準積算の歩掛があっても、予定価格の作成に当たり応札者の見積りを活用する方式を試行

している。 

【見積り活用積算方式の概要】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）国土交通省作成資料 
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なお、見積りを活用する方式を含む公共工事の円滑な施工を確保するための総合的な対策につ

いて、以下のとおりとりまとめられている。 

【公共工事の円滑な施工確保について】 

１．適正な価格による契約について 

 
（１）適正な予定価格の設定について 
 予定価格の設定に当たっては、適切に作成された仕様書及び設計書に基づき、経済社会情勢の

変化を勘案し、市場における労務及び資材等の最新の実勢価格を適切に反映させつつ、法定福利

費、公共工事に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契

約の保険料等、実際の施工に要する通常妥当な経費について、適正な積算を行うこと。 
 加えて、予定価格に起因した入札不調・不落により再入札に付するときや入札に付そうとする

工事と同種、類似の工事で入札不調・不落が生じているとき、災害により通常の積算の方法によ

っては適正な予定価格の算定が困難と認めるときその他必要があると認めるときは、入札に参加

する者から当該入札に係る工事の全部又は一部の見積書を徴することその他の方法により積算

を行うことにより、適正な予定価格を定め、できる限り速やかに契約を締結するよう努めること。 
 また、公共建築工事においては、適正な予定価格の設定等の取組について以下の通知を行って

いることから、これらを参考に、実勢を踏まえた適正な積算を通じた予定価格の適正な設定を図

ること。 
・「公共建築工事の円滑な施工確保に係る当面の取組について」（平成２６年１月２４日付け総

行行第１２号・国営計第１０２号・国土入企第２４号） 
・「公共建築工事の円滑な施工確保対策に係る取組の強化について」（平成２７年１月３０日付

け国土入企第３２号、平成２７年１０月２７日付け国土入企第９号） 
・「公共建築工事の円滑な施工確保について」（平成２８年６月３０日付け国土入企第７号） 

 
（２）ダンピング対策の強化について 

低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受

注の排除を図ること。このため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のどちらも未導入の

地方公共団体にあっては、早急に制度導入に向けた検討を行うこと。また、「ダンピング対策の更

なる徹底に向けた低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について」（平成３１年３月

２９日付け総行行第１０３号・国土入企第６５号）により要請したとおり、平成３１年３月の「工

事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」の見直しを

踏まえ、低入札価格調査基準及び最低制限価格について、その算定方式の改定等により適切に見

直すこと。 
なお、総合評価落札方式による入札には、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）上、

最低制限価格を設定できないことから、「総合評価落札方式による入札における適切なダンピン

グ対策の実施について」（平成２９年９月２９日付け総行行第２１４号・国土入企第２３号）を踏

まえ、適切にダンピング対策を実施すること。 

 
                        

  

（参考資料） 
１）「公共工事の円滑な施工確保について」（令和 2 年 1 月国土交通省） 
２）「営繕工事において入札参加者に見積の提出を求め活用する方式「見積活用方式」の試行について」（平成

26 年２月国土交通省） 
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（３）設計変更等の適切な実施について 

設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件と実際の工事現

場の状態が一致しない場合、用地取得等、工事着手前に発注者が対応すべき事項に要する手続の

期間が超過するなど設計図書に示されていない施工条件について予期することができない特別

な状態が生じた場合、災害の発生などやむを得ない事由が生じた場合その他の場合において必要

があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は

工期の変更を行うこと。さらに、工事内容の変更等が必要となり、工事費用や工期に変動が生じ

た場合には、施工に必要な費用や工期が適切に確保されるよう、公共工事標準請負契約約款に沿

った契約約款に基づき、必要な変更契約を適切に締結するものとし、この場合において、工期が

翌年度にわたることとなったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に行うこと。 
 特に、遠隔地からの建設資材調達や地域外からの労働者確保に係る設計変更等については、「公

共工事の迅速かつ円滑な施工確保について」（平成２５年３月８日付け総行行第４３号・国土入

企第３４号）において通知した「平成２４年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試

行について」（平成２５年２月６日付け国技建第７号）を参考に、適切な運用に努めること。 
また、契約後の資材や労務費の高騰等の変動に備え、いわゆるスライド条項（公共工事標準請

負契約約款第２５条）を適切に設定するとともに、受注者からの申請に応じて適切な対応を図る

こと。また、その旨建設業者に周知徹底すること。 

 
２．適正な工期設定について 
 工期の設定に当たっては、「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」に基

づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工事内容、施工条件のほか、公共工事に

従事する者の休日、準備期間、後片付け期間、降雨日などの作業不能日数等を考慮し、適正な工

期の設定に努めること。 
 なお、週休２日の確保等を考慮した工期設定を行った場合には、当該工期設定に伴い必要とな

る労務費や共通仮設費、現場管理費などを請負代金に適切に反映すること。 
 

３．技術者・技能者等の効率的活用について 

 

（１）地域の実情等に応じた適切な規模での発注について 

工事の発注量や労務の需給に係る状況等から技術者や技能労働者の不足が懸念される地域で

は、技術者等を有効活用するため、複数の工区をまとめて発注するなど、地域の実情等に応じて

適切な規模での発注を行うこと。その際、施工箇所が点在する工事の間接費の積算については、

「平成２４年度補正予算等の執行における積算方法等に関する試行について」を参考に、適切に

行うこと。 

なお、復旧・復興事業による工事量の増大が見込まれる被災地域等においては、当該地域にお

ける建設業者数や技術者数等を踏まえ、適切な規模での発注が行われるよう特に配慮するととも

に、状況に応じた適切な地域要件の設定等、必要な対策を機動的に講じること。 
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（２）技術者の専任等に係る取扱いについて 

監理技術者等の専任に係る取扱い、現場代理人の常駐義務緩和に関する運用及び監理技術者等

の専任を要しない期間の設定等については、「監理技術者制度運用マニュアルの改正について」

（平成２８年１２月１９日付け国土建第３４９号）における趣旨を踏まえ、また「主任技術者又

は監理技術者の「専任」の明確化について」（平成３０年１２月３日付け国土建第３０９号）も参

考に、適切に対応すること。 

 

４．施工時期等の平準化について 

 

 施工時期の平準化は円滑な施工確保に資することに加え、年間を通じた工事量が安定すること

で公共工事に従事する者の処遇改善や、人材、資材、機材等の効率的な活用促進による建設業者

の経営の健全化等に寄与し、ひいては公共工事の品質確保につながるものである。このため、「施

工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について」（平成２８年２月１７日付け総行行第４

１号・国土入企第１７号）において通知した内容を踏まえ、計画的に発注を行うとともに、他の

発注者との連携による中長期的な公共工事の発注の見通しの作成及び公表のほか、「余裕期間制

度の活用について」（平成２８年６月２４日付け事務連絡）を参考とした余裕期間制度の活用な

どによる柔軟な工期の設定、積算の前倒し、工期が１年以上の公共工事のみならず工期が１年に

満たない公共工事についての繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる工期設定

などの必要な措置を講ずることにより、財政部局と発注部局の緊密な連携の下、施工時期の平準

化を図ること。 

 

５．災害復旧事業における入札契約手続の迅速化等について 

 

災害復旧事業については、手続きの透明性・公正性等にも配慮しつつ、相当数の事業に係る入

札及び契約を短期集中的に行う必要があることから、平成２９年７月に国土交通省において策定

された「災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン」も参考として、応急復旧事業や緊

急度が極めて高い本復旧事業について、随意契約（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５

号）を、それ以外の復旧事業について指名競争入札方式を活用する等により、可能な限り手続に

要する期間の短縮に努めること。 

また、適切な地域要件の設定や、地域への精通度等の適切な企業評価などにより、地域の建設

業者の受注機会の確保に配慮するとともに、入札公告等の準備行為の前倒しや総合評価落札方式

における提出資料の簡素化、事業執行の迅速化や効率化に資する適切な規模での発注、総合評価

落札方式における技術審査・評価業務の効率化、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号

に基づく随意契約（いわゆる不落随契）の活用等により、事務の改善及び効率化に努めること。 
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６．地域の建設業者の受注機会の確保について 

 

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１年法律第９７号）に基づく

「令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（令和元年９月１０日閣議決定）を踏

まえ、地域の中小建設業者の活用により円滑かつ効率的な施工が期待できる工事等の発注に当た

っては、適切な地域要件の設定や、地域への精通度等の適切な企業評価に努めるなど、引き続き

中小建設業者等の受注機会の確保に努めること。 

 

７．建設業者の資金調達の円滑化のための取組について 

 

建設企業が応急復旧工事等を円滑に実施するためには、当該建設企業が着工に必要な人員・資

機材等を円滑に確保できるよう、前金払（中間前金払を含む。以下同じ。）を適切に実施すること

が重要であることから、未導入の団体については早急にその導入を図るとともに、地方自治法施

行令等の規定により前金払をすることができる工事については、受注者である建設企業の意向も

踏まえ、できる限り速やかに前金払を行うなど、前金払の迅速かつ円滑な実施に努めること。 

また、地域建設業経営強化融資制度について、引き続き積極的な活用に努めるとともに、本制

度の趣旨を踏まえ、債権譲渡の承諾手続の迅速な運用に努めること。 

 

８．就労環境の改善について 

 

１月３０日に成立した令和元年度補正予算による経済効果の早期発現のためには、発注者から

元請企業、下請企業を通じて建設労働者に至るまで適切に支払が行われることが重要である。そ

のため、「技能労働者への適切な賃金水準の確保について」（平成３１年２月２２日付け国土入企

第５５号）を踏まえ、適切な価格での契約に努めるとともに、「建設業における社会保険等未加入

対策について」（平成２８年６月１６日付け総行行第１２３号・国土入企第６号）及び「公共工事

における社会保険等未加入対策について」（平成２９年２月２８日付け国土入企第２６号）を踏

まえ、社会保険等未加入業者の排除等に取り組むことにより技能労働者等への適切な水準の賃金

の支払等を促進すること。また、前払金・中間前払金の活用、適正な工期の設定や柔軟な設計変

更などにより建設労働者の就労環境の改善に努めること。 

 

９．公共工事に関する調査及び設計の円滑な実施について 

  

災害時をはじめとして、公共工事の円滑な施工確保のためには、公共工事に関する測量、地質そ

の他の調査及び設計の円滑な実施が重要な役割を果たすものであることから、調査及び設計の発

注に当たっては、公共工事と同様に、適正な予定価格の設定、ダンピング対策の強化、設計変更

等の適切な実施、適正な履行期間の設定、実施時期の平準化、災害復旧事業における入札契約手

続の迅速化、地域の業者の受注機会の確保、資金調達の円滑化のための取組、技術者等の就労環

境の改善等に努めること。  
出典）「（通達）公共工事の円滑な施工確保について」（令和２年１月国土交通省） 
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【指針本文】 

（公正性・透明性の確保、不正行為の排除） 
公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき、公正な契約を締結する。 

入札及び契約に係る情報については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関

する法律（平成 12 年法律第 127 号）（以下「入契法」という。）第２章及び第 17 条第

１項による公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針（平成 13

年３月９日閣議決定）に基づき、適切に公表することとし、競争参加者に対し技術提

案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書等により技術提案の評

価の方法等を明らかにするとともに、早期に評価の結果を公表する。 

また、入札監視委員会等の第三者機関の活用等により、学識経験者等の第三者の意

見の趣旨に沿って、入札及び契約の適正化のため必要な措置を講ずるよう努めること

とし、第三者機関の活用等に当たっては、各発注者が連携し、都道府県等の単位で学

識経験者の意見を聴く場を設けるなど、運用面の工夫に努める。 

入札及び契約の過程に関する苦情は、各発注者が受け付けて適切に説明を行うとと

もに、さらに不服のある場合の処理のため、入札監視委員会等の第三者機関の活用等

により中立かつ公正に苦情処理を行う仕組みを整備するよう努める。 

談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為については、当該不正行為を行った者

に対し指名停止等の措置を厳正に実施すること、談合があった場合における請負者の

賠償金支払い義務を請負契約締結時に併せて特約すること（違約金特約条項）等によ

り談合の結果として被った損害額の賠償の請求や建設業許可行政庁等への通知によ

り、発注者の姿勢を明確にし、再発防止を図る。 

また、入札及び契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭

和 22 年法律第 54 号）第３条又は第８条第１項の規定に違反していると疑うに足り

る事実があるときは、入契法第 10 条の規定に基づき、当該事実を公正取引委員会に

通知するとともに、必要に応じて入札金額の内訳書の確認や、入札参加者から事情聴

取を行い、その結果を通知する。なお、その実施に当たっては、公正取引委員会が行

う審査の妨げとならないよう留意する。 

【解 説】 
 ○ 公共工事標準請負契約約款   １）  

建設工事請負契約は、当事者の意思の合致によるとはいうものの、多くが意思表示の不明確さ

不完全さをもつとともに、その解釈規範としての民法の請負契約の規定も不十分である。このた

め、建設工事にかかわる紛争が生じやすいだけでなく、請負契約を締結する当事者間の力関係が

一方的であることにより契約条件が一方にだけ有利に定められ易く、いわゆる請負契約の片務性

の問題を生じ、建設業の健全な発展と建設工事の施工の適正化を妨げるおそれもある。このため、

建設業法は、法律自体に請負契約の適正化のための規定（法第３章）をおくとともに、それに加え

て、中央建設業審議会（中建審）が当事者間の具体的な権利義務の内容を定める標準請負契約約款

を作成し、その実施を当事者に勧告する（法第 34 条第２項）こととしている。 
 

 ○ 入札及び契約に係る情報について適切に公表   ⅰ）２）  

入札及び契約に係る情報については、適正化指針に以下のとおり定められている。 
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【入札及び契約に係る情報】  
第２ １ 主として入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性の確保に関する事項 
（１）入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報の公表に関すること 
入札及び契約に関する透明性の確保は、公共工事の入札及び契約に関し不正行為の防止を

図るとともに、国民に対してそれが適正に行われていることを明らかにする上で不可欠であ

ることから、入札及び契約に係る情報については、公表することを基本とし、法第２章に定

めるもののほか、次に掲げるものに該当するものがある場合（ロに掲げるものにあっては、

事後の契約において予定価格を類推させるおそれがないと認められる場合又は各省各庁の長

等の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限る。）においては、

それについて公表することとする。この場合、各省各庁の長等において、法第２章に定める

情報の公表に準じた方法で行うものとする。なお、公表の時期については、令第４条第２項

及び第７条第２項において個別の入札及び契約に関する事項は、契約を締結した後に遅滞な

く公表することを原則としつつ、令第４条第２項ただし書及び第７条第２項ただし書に掲げ

るものにあっては契約締結前の公表を妨げないとしていることを踏まえ、適切に行うことと

する。 
イ 競争参加者の経営状況及び施工能力に関する評点並びに工事成績その他の各発注者によ

る評点並びにこれらの合計点数並びに当該合計点数に応じた競争参加者の順位並びに各発

注者が等級区分を定めた場合における区分の基準 
ロ 予定価格及びその積算内訳 
ハ 低入札価格調査の基準価格及び最低制限価格を定めた場合における当該価格 
ニ 低入札価格調査の要領及び結果の概要 
ホ 公募型指名競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名

称並びに当該競争入札で指名されなかった者の商号又は名称及びその者を指名しなかった

理由 
ヘ 入札及び契約の過程並びに契約の内容について意見の具申等を行う第三者からなる機関

に係る任務、委員構成、運営方法その他の当該機関の設置及び運営に関すること並びに当

該機関において行った審議に係る議事の概要 
ト 入札及び契約に関する苦情の申出の窓口及び申し出られた苦情の処理手続その他の苦情

処理の方策に関すること並びに苦情を申し出た者の名称、苦情の内容及びその処理の結果 
チ 指名停止（一般競争入札において一定期間入札参加を認めない措置を含む。以下同

じ。）を受けた者の商号又は名称並びに指名停止の期間及び理由 
リ 工事の監督・検査に関する基準 
ヌ 工事の技術検査に関する要領 
ル 工事の成績の評定要領 
ヲ 談合情報を得た場合等の取扱要領 
ワ 施工体制の把握のための要領 

出典）「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年 10 月閣議決定） 
                        
（参考法令等） 
ⅰ）適正化指針 第２ １（１）入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する情報の公表に関すること 
（参考資料） 
１）「公共工事標準請負契約約款」（昭和 25 年２月（最終令和元年 12 月）中央建設業審議会） 
２）「工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について」 

（平成 13 年３月（最終平成 31 年３月）国土交通省） 
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国土交通省では、閲覧、インターネット等により、入札及び契約に係る情報の公表を行っている

ところであり、その内容は以下のとおりである。（その他、有資格業者名簿や通達等の通則的事項

も公表している。） 

【国土交通省における入札及び契約の情報の公表項目】  

 
出典）国土交通所作成資料 
 

 ○ 評価の結果を公表   １）   

また、競争参加者に対し技術提案を求めて落札者を決定する場合には、あらかじめ入札説明書

等により評価基準等の技術提案の評価の方法等を明らかにしている。また、契約締結後、競争参加

者の知的財産の保護に留意した上で、早期に各業者の技術評価点等の評価の結果を評価項目ごと

に公表している。 

【評価結果の公表方法】  
 (1)手続開始時 
 総合評価落札方式の適用工事では、入札説明書等において以下の事項を明記する。 

① 総合評価落札方式の適用の旨 
② 競争参加資格（段階選抜方式を試行的に実施する場合は、指名されるために必要

な要件（入札参加者に要求される資格、入札参加者を選定するための基準）） 
③ 入札の評価に関する基準 
・評価項目 ・評価基準  ・得点配分 

           ―評価項目ごとの評価基準 
           ―評価項目ごとの最低限の要求要件及び上限値 

④ 総合評価の方法及び落札者の決定方法 
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(2)落札者決定後 
 総合評価落札方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、契約後速やかに以下の

事項を公表する。 
①業者名 ②各業者の入札価格 ③各業者の価格評価点（加算方式の場合） 
④各業者の技術評価点  ⑤各業者の評価値  ⑥技術提案の改善過程（技術提案評価型の場

合） 
 段階選抜方式を適用した工事の一次審査の結果については、公平性の確保及び競争参加者の

技術力向上の観点から、落札決定後に技術力評価結果として公表するものとする。 
表 落札結果の公表イメージ 

 
出典）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」 

（平成 25 年３月（最終平成 28 年４月）国土交通省） 
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 ○ 入札監視委員会等の第三者機関の活用等   １）２）  

国土交通省では、入札及び契約の過程並びに契約の内容の透明性を確保するため、各地方整備

局毎に学識経験者等の第三者を構成メンバーとする入札監視委員会を設置し、第三者の意見を適

切に反映することとしている。 
なお、入札監視委員会では、以下に掲げる事務を行うこととしている。 

【入札監視委員会の事務】  
 委員会は、地方整備局長の委嘱に基づき、次に掲げる事務を行う。 
一 地方整備局が発注した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品の製造等

に関し、入札・契約手続の運用状況等についての報告を受けること。 
二 地方整備局が発注した工事、建設コンサルタント業務等、役務の提供等及び物品の製造等

のうち委員会が抽出したものに関し、次に掲げる事項についての審議を行い、意見の具申又

は勧告を行うこと。 
イ 一般競争入札方式参加資格の設定の理由及び経緯 
ロ 指名競争入札方式に係る指名の理由及び経緯 
ハ 公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式、標準プロポーザル方式、企画

競争方式及び参加者の有無を確認する公募手続を行った契約方式に係る応募要件等の設

定の理由及び経緯 
ニ 契約方式の選択 

三 次に掲げる事項に係る再苦情処理について審議を行い、報告を行うこと。 
イ 入札・契約手続（政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）の適用を受けるもの

に係るものを除く。） 
ロ 指名停止又は警告若しくは注意の喚起 

四 その他地方整備局長が審議を要すると認める事項 
出典）「入札監視委員会の設置及び運営について」（平成 13 年３月（最終平成 22 年３月）国土交通省） 

 
また、地方公共団体における第三者機関の運営に関することについては、国土交通省において、

「地方公共団体における入札監視委員会等第三者機関の運営マニュアル」を作成している。 
 

○ 中立かつ公正に苦情処理を行う仕組み   ３）４）   

入札及び契約に関し、透明性を高めるとともに公正な競争を確保するため、発注者は入札及び

契約の過程についての苦情に対し適切に説明するとともに、さらに不服がある場合の受理や中立・

公正な処理の仕組みについて整備する必要がある（国土交通省では、入札監視委員会を活用）。 
なお、同様の観点から、入札図書等に対する質問等参加希望者からの問い合わせについても、適

切に対応する必要がある。 
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【国土交通省における苦情処理手続】  

 
出典）「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」 

（平成 17 年９月（最終平成 25 年３月）国土交通省） 
 
 

                        

  

（参考資料） 
１）「入札監視委員会の設置及び運営について」（平成 13 年３月（最終平成 22 年３月）国土交通省） 
２）「地方公共団体における入札監視委員会等第三者機関の運営マニュアル」（平成 19 年３月国土交通省） 
３）「工事等における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」 

（平成 13 年３月（最終平成 18 年 10 月）国土交通省） 
４）「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライン」 

（平成 17 年９月（最終平成 25 年３月）国土交通省） 
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 ○ 不正行為を行った者に対し指名停止等の措置を厳正に実施   ⅰ）ⅱ）１）２）   

公共工事の適正な執行を確保するとともに、不正行為に対する発注者の毅然とした姿勢を明確

にし再発防止を図る観点から、談合や贈収賄、一括下請負といった不正行為について指名停止等

の措置を厳正に実施していく必要がある。 
国土交通省では、指名停止等の措置の実施に当たり、恣意性を排除し客観的な実施を担保する

ため、あらかじめ、指名停止基準を策定している。 

【指名停止基準】  
 地方整備局の長は、有資格業者が別表第 1 及び別表第 2 の各号に掲げる措置要件の 1 に該当

するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者につい

て指名停止を行うものとする。 
 別表第２（贈賄及び不正行為等に基づく措置基準） 

措 置 要 件 期     間 

（贈賄） 

１ 次のイ、ロ又はハに掲げる者が当該地方整備局の職員に対して行っ

た贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された

とき。 

 イ 代表役員等（有資格業者である個人又は有資格業者である法人の

代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべき肩書きを付した

役員を含む。）をいう。以下同じ。） 

 ロ 一般役員等（有資格業者の役員（執行役員を含む。）又はその支店

若しくは営業所（常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。）を

代表する者でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。） 

 ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの（以下「使用人」

という。） 

・ 

・ 

 

逮捕又は公訴を知っ

た 

日から 

 

4 ヵ月以上 12 ヵ月以

内 

 

 

3ヵ月以上9ヵ月以内 

 

 

2ヵ月以上6ヵ月以内 

・ 

・ 
  

出典）「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和 59 年３月（最終平成 27 年３月）国土交通省） 
 
入札談合によって損害を被った場合、事業者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律（昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第 25 条や民法（明治 29 年法律

第 89 号）第 709 条等の規定に基づき、損害賠償請求を行うほか、契約書に入札談合を行った場合

における違約金条項を設定する等、様々な手段によって入札談合の再発防止に努めることとされ

ている。 
 

 ○ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の疑い   ３）４）   

国土交通省では、談合情報を得た場合等の独占禁止法違反行為があると疑うに足りる事実があ

るときの取扱いについてあらかじめ要領を策定し、職員に周知徹底するとともに、これを公表し

ている。要領においては、内部での連絡・報告手順、公正取引委員会への通知の手順並びに通知の

事実及びその内容の開示のあり方、事実関係が確認された場合の入札手続の取扱い（談合情報対

応マニュアル）等について、公正取引委員会が行う審査の妨げとならないよう留意の上、定めてい

る。 
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【地方整備局における公正入札調査委員会の設置】  
○構成  
 公正入札調査委員会（以下「委員会」）は、総務部長を長とし、契約管理官、技術開発調整官、

契約課長、技術管理課長及び入札談合に関する情報等に係る建設工事等を所掌する課の長をも

って構成する。 
 

【談合情報対応マニュアル】 
○入札談合に関する情報の把握 
・職員は、入札談合に関する情報に接したときは可能な限り当該情報の把握に努めるものとす

る。 
・入札談合に関する情報に接した職員は、直ちに当該情報があった旨を局長等へ報告するとと

もに、委員会の事務局へ報告するものとする。 
・事務局は、職員から入札談合に関する情報に係る報告を受けたときは、速やかに委員会を招

集し、当該情報に係る報告を行うものとする。 
○公正取引委員会及び警察庁への通報 
・通報の時期 
⇒委員会が事情聴取等の調査を要すると認める旨を決定した入札談合に関する情報につい

ては、当該決定を行ったときのほか、追加の談合情報があった場合や、入札手続等の取扱

いに係る結論を得たときなど、手続の各段階において逐次かつ速やかに公正取引委員会及

び警察庁へ通報するものとする。 
・通報の方法 
⇒公正取引委員会及び警察庁への通報に際しては、原則として、担当官へ直接に説明する方

法によるものとする。 
⇒公正取引委員会への通報は、公正取引委員会の窓口に対し、委員会が行うものとする。 
⇒警察庁への通報は、大臣官房地方課が行うものとする。 

○事情聴取の実施方法 
・事情聴取の実施者 
⇒事情聴取は、本官契約においては委員会の複数の委員が実施するものとし、分任官契約に

おいては副所長、経理課長等の複数の職員が実施するものとする。 
⇒事情聴取の実施に際しては、事情聴取項目が事情聴取の対象者に事前に伝わり通謀の機会

を与えることのないよう、対象者の呼出時間の設定を工夫するとともに、情報管理を徹底

するものとする。 
 

 
                        
（参考法令等） 
ⅰ）「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」第 25 条 
ⅱ）「民法」第 709 条（不法行為による損害賠償） 
（参考資料） 
１）「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和 59 年３月（最終平成 27 年３月）国土交通省） 
２）「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」 

（昭和 59 年３月（最終平成 27 年３月）中央公共工事契約制度運用連絡協議会） 
３）「入札談合の防止に向けて～独占禁止法と入札談合等関与行為防止法～」 

（令和元年 10 月公正取引委員会事務総局） 
４）「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成 22 年９月（最終平成 27 年 3 月）国土交通省） 



指針本文」についての解説 
Ⅱ．発注関係事務の適切な実施について   
１．工事  １－２ 工事入札契約段階    
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・事情聴取の対象者 
⇒事情聴取は、辞退者を含む入札参加者全員に対して行うものとする。 
⇒辞退者を含む入札参加者への事情聴取は、原則として、契約を締結する権限を有する者を

相手に実施するものとする。 
・事情聴取の実施時期 
⇒事情聴取は、事情聴取等の調査を要すると決定した旨を公正取引委員会及び警察庁へ通報

した後に実施するものとする。 
出典）「談合情報対応マニュアル等の改正について」（平成 22 年９月（最終平成 27 年３月）国土交通省） 
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